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午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（日沖正信） ただいまから、本日の会議を開きます。 

 

諸 報 告 

○議長（日沖正信） 日程に入るに先立ち、報告いたします。 

 例月出納検査報告１件が提出されましたので、お手元に配付いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

 

質          問 

○議長（日沖正信） 日程第１、県政に対する質問を行います。 

 通告がありますので、順次発言を許します。48番 前野和美議員。 

   〔48番 前野和美議員登壇・拍手〕 

○48番（前野和美） おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 津市選出の自由民主党県議団、前野和美でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 ゆうべは中秋の名月、満月の下でお月見をされた方も多かったのではない

かと思います。私はその満月を見ながら、いつもの散歩に出かけました。満

月ということは大潮やなと、そんなことを思いながら、船釣りの半夜釣りを
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思い出していました。昔の漁師さんは、今の釣り船のように、ＧＰＳつきの

レーダーナビや魚群探知機はついておりませんでしたので、夜でも島の影や

とか灯台を見ながら、自分で船の位置を決めていかりを打っていく、そして、

さあ、せれと合図をしてくれておりました。 

 釣りは上げ３分下げ７分やでと、そんなことも教わりまして、今、上げ３

分やと、ええ潮やからしっかり釣ってやとよく言われたものです。今日は満

月の大潮ですから、私の歩いている時間は８時です。船釣りでいいますと、

下げ７分の時間帯、そんなことになるわけでございまして、船釣りでは、大

潮は潮の流れが強過ぎて釣りは難しいとよく言われましたが、潮の満ち引き

は月の引力が大きく関わっていると言われていまして、地球のいわゆる裏側

の海も同じように大潮になっていると、そんな話を昔の漁師さんから聞かせ

ていただいて、教えてもらったというんですか、そんなことを思い出しなが

ら、コロナ禍で比較的密の少ない魚釣りが増えたと言われています。 

 今ではゴルフ人口を追い越して、アウトドアのトップに躍進という記事も

載っておりました。釣りツーリズムのことも触れたいなと思いながら、通告

してありませんので、前段で思いだけを披露させていただきたいと思います。 

 早速ですが、質問に入らせていただきたいと思います。 

 津北部地域の海岸の今後の整備について、お尋ねいたします。 

 現在、津市河芸町上野地区で海岸堤防の整備を進めていただいていますが、

住民は、千里地区、白塚地区についても早期の工事着手と整備の完了を望ん

でいます。今後の整備はどのように進めていくのか、幾つかの課題も見えて

きており、今回の質問になりました。 

 近年、南海トラフ巨大地震等による大規模な津波の発生が危惧されていま

す。今年８月の気象庁の発表によりますと、過去40年間で太平洋側の地域に

接近する台風が増えたと、発生する台風も大型となり強度が増してきている

とされております。大潮の満潮時と重なると、想像を絶する高潮の発生も心

配されています。 

 こうした状況の下で、令和２年７月に閣議決定されましたんですが、経済
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財政運営と改革の基本方針2020、いわゆる骨太の方針でございますが、これ

におきましては、激甚化・頻発化する水災害や、切迫化する大規模震災害か

ら国民の命と暮らしを守るため、国土強靱化の取組の加速化を図るとしてお

ります。 

 また、県においても、河川、海岸等の整備による水災害への備え、地域の

安全・安心の確保は主要な課題の一つであり、とりわけ、全国的にも長い海

岸線を持つ本県では、海岸の整備による津波や高潮への備えが重要課題であ

ります。 

 津市の海岸は、近年整備が進められ、特に栗真地区から香良洲地区までの

間は、国直轄事業によって、津松阪港海岸の整備が図られています。今年は、

来年に開催される国体も控えて、国体の会場の背後地になりますところの整

備が完了されまして、津市住民の方からも喜びの声を聞いております。 

 一方で、県が整備を担当している津北部地域の上野地区海岸整備は、平成

29年度から事業化されました。平成30年度に工事着手、令和元年度には個別

補助事業化されるなど、今後の事業進捗にさらなる期待が寄せられています。 

 しかし、海岸堤防に隣接する地域住民にとっては、うちの地区はいつに

なったら着工されるのだろうかというような不安や、南海トラフ地震を想像

すると、一日も早く整備をしてほしいという切なる願いもより大きくなって

きております。 

 また、千里地区海岸と上野地区海岸との間の田中川河口部には、平成５年

にマリーナ河芸が整備されています。位置図を少し見ていただきます。（パ

ネルを示す）これが位置図になりますが、一番左、上のほうの千里地区とい

うところが、今、話題にしておるところでございますので、御理解いただき

たいと思います。 

 それが、（パネルを示す）この平成５年に開業されたマリーナ河芸の状況

です。平成９年には、三重県と河芸町の間で、千里地区海岸堤防と町道汐見

橋東浜線、大黒新田１号線との工作物管理協定が結ばれまして、海岸堤防が

町道路として兼ねる旨の兼用工作物の管理協定が結ばれています。 
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 この図を見てください。（パネルを示す）当時、マリーナ河芸に車が進入

するには、千里海岸堤防を道路として使用するしか進入路がなかったのでは

ないかなと、そんなふうに私は推測しておりますが、ちょうどこの赤い色で

塗られた部分が海岸堤防と道路は併用して使われている部分になります。 

 しかし、その１年後の平成10年には、千里地区海岸の海岸保全区域を変更

し、当該区域を除外しました。よって、千里地区海岸堤防と町道汐見橋東浜

線、大黒新田１号線との工作物管理協定が廃止されたということになってい

ます。 

 従来の海岸堤防はマリーナ河芸の背後になり、整備実施中の海岸事業の対

象外になっています。マリーナ河芸と田中川は海岸堤防から除外となると、

津波や高潮が発生した場合、千里地区へは甚大な被害が想定されます。 

 今後、千里地区海岸と上野地区海岸の間の整備はどのように進められてい

くのか。マリーナ河芸の背後地は、現状のままで安全・安心を確保すること

ができるのか。今後の取組について、県の考え方をお聞かせいただきたいと

思います。 

   〔水野宏治県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（水野宏治） 津北部地域海岸の今後の整備について、お答え

させていただきます。 

 津北部地域海岸は、伊勢湾沿岸の津市河芸町東千里から白塚町までの約７

キロメートルの海岸でございます。このうち、県土整備部におきましては、

北から千里地区海岸、上野地区海岸、白塚地区海岸の３地区を対象に事業を

実施しているところでございます。 

 具体的には、この地域の海岸堤防については、昭和34年の伊勢湾台風によ

る甚大な災害を契機として整備がなされました。しかし、近年の気象特性や

東日本大震災を踏まえて、堤防のかさ上げや耐震対策が必要となったため、

平成29年度から対策を実施しております。現在は、背後地の状況や老朽化等

を勘案して、上野地区海岸から順次事業を実施しているところでございます。 

 一方で、千里地区海岸と上野地区海岸に挟まれたマリーナ河芸のある二級
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河川、田中川の河口部につきましては、以前は、干潟と潮だまりとなってお

り、背後の集落を守るため、隣接する海岸と同様に、伊勢湾台風後に整備さ

れた堤防が陸側にございました。 

 その後、平成２年から５年にかけて、当時の河芸町と民間事業者から成る

第三セクターによって海岸堤防の海側が埋め立てられまして、マリーナ河芸

とともに海側に防潮堤が整備されました。また、これに合わせて、県も導流

堤を整備したところでございます。 

 これらの海側の防潮堤、あるいは導流堤の整備によって、マリーナ河芸の

陸側に残った堤防につきましては、現在、市道として津市において管理され

ているところでございます。 

 今後につきましては、まず、三つの地区の海岸整備と合わせて、マリーナ

河芸の海側の防潮堤につきましても、一連の堤防としてかさ上げする必要が

あると考えているところでございます。 

 加えて、先ほど御指摘がございましたように、また、本日、最もお伝えし

たいことでございますが、マリーナ河芸の背後地への影響につきましては、

先日、私も現地を確認してまいりました。陸側に残っている堤防、そして、

田中川の防潮水門の機能を含めて、シミュレーション等の調査を新たに実施

したいと考えているところでございます。その上で、必要な対策を検討して

まいりたいと考えております。 

   〔48番 前野和美議員登壇〕 

○48番（前野和美） 部長答弁をいただきまして、総合的に検討していきたい

ということでございますので、ありがたいなというふうに思っています。 

 ちなみに、もう一部、写真がありますので、（パネルを示す）これで現場

が分からない方がありましたら確認をお願いしたいと思いますが、こっち、

ここにフェンスがありまして、こちらにもフェンスがあるんですが、左側が

河芸マリーナの敷地です。このフェンスの右側に旧堤防があって、そののり

面を利用してここにも道路が造られております。道路の高さが全然違うんで

すけれども、これがこっちへ来る道路、これ、向こうに行く道路というよう
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な状況になっておりまして、非常に今後の整備が待たれるところでございま

すので、特に、もう一度この写真がありましたら、（パネルを示す）お願い

したいと思います。ナンバー３です。 

 今、県が整備しようとしているのがこの黄色く塗られたところでして、こ

ちらも黄色く塗られたところを、県のほうが整備をしていただくことになっ

ております。残されるのはこの赤い線のところでございまして、もし津波や

高潮が来たら、この辺は高い堤防になるんですけれども、この真ん中だけ従

前の堤防の高さということになってまいりますと、非常にこの千里地区に大

きな被害が出るのではないかという心配をしているんですね。 

 ここにマリーナに船がたくさん係留されていまして、海の海面に係留され

ている船は、いかりを打ってロープで固定されていますので、まずまずこち

らへ流れ込むということはないと思うんですが、ここに置いてある、陸に置

いてある船については、台車に船が乗っけてあるだけで、水が増えてくれば、

これは、当然、船は浮き上がって、ひょっとするとこの堤防を越えて、東日

本大震災のような状況になるんじゃないかな、そんなような心配をしており

ますので、くれぐれもこの背後地の堤防の整備のほうは一つよろしく御検討

いただいて、地域の住民、皆さん方、そしてまた、その市役所の担当者の

方々と慎重な御検討をいただきますようにお願いを申し上げて、この項は終

わりたいと思います。ありがとうございます。 

 続きまして、交通安全緊急対策、車両安全対策についてということで、質

問させていただきます。 

 2019年６月21日に閣議決定されました2019年版交通安全白書によりますと、

2018年に起きた75歳以上の高齢者が運転する死亡事故は、免許人口10万人当

たりで8.2件、75歳未満に比べて約2.4倍となっています。 

 テレビや新聞報道でも大きく取り上げられた、ブレーキとアクセルの踏み

間違いによる死亡事故の割合は、75歳未満では全体の1.1％なんですが、75

歳以上になりますと5.4％と、５倍ほど多くなってくるということになりま

す。操作ミスが起こりやすい人的要因として、慌ててしまってパニックにな
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る、それで事故を起こすということが主要因と言われております。 

 高齢者に加えて、運転に不慣れな初心者も、アクセルとブレーキを踏み間

違えるということも推測をされております。高齢者は、体の柔軟性が低下し

まして、ペダルの踏み間違い事故につながりやすい傾向にあることも分かっ

てきました。高齢者は、身体能力や体の柔軟性が低下することで思うように

体が動かず、意図しないところで操作ミスをしてしまうということもあるよ

うでございます。そのためにも、正しいシートポジションというんですか、

運転操作に支障の出にくい運転姿勢を取ることが大切でありますし、注意力

を高め運転に集中する、そんなことに尽きるのではないかなというふうに思

います。 

 そこで、アクセルペダル踏み間違い急発進抑制装置についてお伺いさせて

いただきます。 

 運転に集中して操作ミスを減らす努力とともに、近年では、アクセルペダ

ルとブレーキペダルの踏み間違いによる事故の解消を目的とする装置が開発

されております。一般的に、ペダル踏み間違い時加速抑制システムと呼ばれ

る装置でございまして、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを強く踏

み込んだ場合、加速を抑え、警告を発して、衝突被害を軽減するという支援

システムです。 

 ペダル踏み間違い時加速抑制システムの新車への装着率は、国土交通省の

調査によりますと、2017年では65.2％を超えているそうです。しかし、2017

年時点では、高級車にしか標準装備されていませんでした。 

 現在でも、純正商品と言われるメーカー開発のペダル踏み間違い時加速抑

制システムは、トヨタもホンダも日産もダイハツもそうなんですが、後づけ

できる車種は限定されています。ディーラーに依頼すると、車種によっては

後づけできないということで、断わられることもあります。よって、ペダル

踏み間違い時加速抑制システムが装着されていない車も、まだまだたくさん

あるのではないかというふうに思っています。 

 そこで、どの車にでも後づけできるメーカーの純正部品でない商品なんで
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すが、ペダル踏み間違い時加速抑制システムが注目されています。国土交通

省の後づけペダル踏み間違い急発進抑制装置の認定を受けた事業所でしかつ

けることができませんが、皆さんもよく知っているお店では、オートバック

スやイエローハットがこの事業所に当たります。 

 この映像を見てください。（パネルを示す）５番です。（パネルを示す）

これが、その衝突を軽減する装置の役目です。装置は、今、見ていただいた

ように、簡単な装置のように思います。しかし、効果は絶大で、車の急発進

を抑制してくれるそうです。この装置をつけるには補助金がついており、満

65歳以上の方を対象として、国、県、市が補助するものであります。 

 この質問をするに当たりまして、高齢者で５年ぐらい自分の車を買い替え

ずに乗っている人に、対象ということですから、その人にいろいろ聞いてみ

ました。この制度のことを知っているかということを尋ねたんですが、ほと

んどの方が知らなかったと答えておりまして、年齢だけは十分満たしている

んやけど、私の車も対象になるのかしらと、こんな話でございまして、車の

年式と車種を訴える方ばかりでございましたが、私もそこまでは理解してお

りませんので、いわゆる行政の宣伝、広報が十分でなかったんだということ

で、危惧しております。 

 それから、ナンバー７を示してください。（パネルを示す）私の地元、津

市の広報を確認しましたら、９月号の津市からのお知らせという欄に、後づ

け安全運転支援装置購入設置補助金という見出しで、来年の３月31日の時点

で70歳以上の運転免許保有者と記載されていました。 

 補助金は購入・設置費用の２分の１、障害物検知機能のある装置ですと上

限２万円、障害物検知機能がついていないものについては上限１万円、締切

りは設置から60日以内で、来年の３月31日まで、補助金がなくなり次第終了

ということが書いてございました。 

 国のほうでは2019年の補正予算と2020年度の予算で実施されるということ

で、１年間限りと限定されていると言われていますが、私は今回の電話で、

この制度のことを尋ねた方々は、何とか車なしでは生活できないし、田舎の
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高齢者にとってはまさに救いの施策だと言われる方もいて、予算打切り、早

い者勝ちの補助金はいかがなものかなと、お叱りを逆に受ける羽目になって

しまいまして、ごもっともですとしか言いようがございませんでしたが、も

う１点、気がかりなことがあります。 

 （パネルを示す）この事業を実施している市町が三重県内で12市町、実施

していない市町が17市町あるんです。実施している市町の県民に対しては、

国が２万円、市町と県が２分の１ですから、合計４万円の補助金をいただき

ます。これですと、メーカーの純正部品でない装置をつけたら、大体、本人

負担額はほとんどなしでつけることができるというふうになっています。 

 この事業に、いわゆる乗っかっていない市町ですと、国の２万円だけとい

うことになるわけでして、ここでもう一度、確認したいと思うんですが、事

業をしていない市町の県民は、国だけの補助金で、県からの補助金はもらえ

ないということになるわけですが、同じ県民として少し理解が難しいんじゃ

ないかなとそんなふうに考えています。それで、いかがでしょうか、お尋ね

いたしたいと思います。 

   〔岡村順子環境生活部長登壇〕 

○環境生活部長（岡村順子） 高齢運転者の安全運転支援装置設置に係る補助

金の周知と、来年度以降の継続につきましてお答えいたします。 

 近年、全国的に、高齢運転者のペダルの踏み間違いによる大きな交通事故

が社会問題となっており、県におきましては、こうした交通事故の防止に非

常に有効である安全運転支援装置の普及を目的としまして、市町が実施主体

となる、後づけ安全運転支援装置普及事業への補助制度を本年４月１日から

開始しました。また、国におきましても、安全運転支援装置の補助事業が今

年度限りで実施されているところでございます。 

 後づけ安全運転支援装置普及事業につきましては、市町によって実施の有

無や補助内容、開始時期等が異なるため、各市町から市民、町民の皆さんに

周知していただく必要がございます。 

 現在、各市町では、様々な工夫をしながら広報していただいているところ
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でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた広

報が十分展開できないといったことですとか、年度途中で事業を開始した市

町もあることなどから、議員からの御指摘にもありましたが、周知が浸透し

ていないという面もあると考えております。 

 そこで、高齢者が集う機会を活用したり、自動車用品販売店等の協力を得

たりすることにより、幅広い周知につながっている事例もあることから、こ

のような効果的な周知方法を情報提供するなど、補助制度のさらなる周知を

市町に働きかけてまいります。 

 また、この補助制度の実施に当たりましては、国の補助制度と連動させ、

高齢運転者の経済的負担をより少なくすることが事業の効果的実施につなが

るため、今年度限りで集中的に取り組んでいくことが重要と考えています。 

 とりわけ、この事業の実施に際しましては、昨年度から、既に単独で補助

事業を実施している市や、令和２年度から実施を検討している市町がありま

して、そういった市町と協議を重ねた結果、県と市町でそれぞれ実施するよ

りも、両者で協力して実施したほうが、住民に密着した周知や高齢運転者の

費用負担及び申請手続を軽減する効果が期待できることから、両者で共同し

て制度設計をして進めてきたところでございます。そうしたこともありまし

て、今年度、集中して実施をしていくというふうに考えているところでござ

います。 

 県としましては、安全運転支援装置自体の有効性についての広報啓発をさ

らに推進するとともに、より多くの方々に補助制度を知っていただき、一日

も早く高齢運転者の皆さんに安全運転支援装置を設置していただけますよう、

市町と協力して着実に取組を進めてまいります。 

   〔48番 前野和美議員登壇〕 

○48番（前野和美） 御答弁ありがとうございました。 

 安全運転支援装置を市町としっかり協議しながらこれからも進めていくと

いう、そういう御答弁をいただきましたので、それはそれで了とするわけで

すけれども、ただ、参加しない市町の住民にとっては非常に不幸なことにな
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るわけでありますので、そのことだけはないようにしていただきたいなとい

うふうに思うわけです。いわゆる平等ということなんですけれども。 

 コロナ禍の一律10万円の給付金のときもそうだったんですが、初めは低所

得者、困窮者に30万円を給付するということに一応決められておったんです

が、物議が醸し出されてきた中で、政治的な配慮ということで、一律10万円

の給付に変更されました。結果的には、国民が公平感を持って受け入れたと

いうことになるわけで、いかに公平感を保つかということが、政治家の判断

として欠けてはならないことだというふうに思っています。 

 この事業を実施していない市町の県民に対しても、県費が平等に上乗せさ

れるように、知事の御配慮をよろしくお願いしたいと思うんですが、知事、

いかがでしょうか。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 今、国で一応、一律全国で補助があるという中で、県と

市町がその上乗せをしているという状況でありますので、その全体的なセー

フティネットの平等感ということでいけば、国の補助が一応全部出ていると

いう状況ではありますけれども、国が今年度限りと言っていることもありま

すので、まずはしっかり市町にやっていただくということですけれども、国

の来年度予算の動向、あるいは、市町が引き続きやっていきたいということ

になるかどうかという市町の動向、そういうのをよく見ながら、県としても

判断していきたいというふうに思います。 

   〔48番 前野和美議員登壇〕 

○48番（前野和美） ありがとうございます。 

 県民としては、なかなかそんなふうに取ってくれないんですよ、今の平等

の精神からいきますと。同じ県民なのにもらえる人ともらえない人がいるっ

ておかしいんやないかと、県費の部分ですけどね。その辺は十分考慮いただ

いて、ちょっと御検討していただきたいというふうに思います。 

 そして、国の経済対策で１年限りというのも、これもいかがなものかなと

いうふうに思います。私がいろんな聞いた方によりますと、この制度を全く
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知らなかった、そんな制度があるんならぜひ自分の車にもつけてほしいなと

いう方が多くいらっしゃいましたので、そういう方々に行き渡るようにする

ためには１年限りではなしに、国のほうにもしっかり申し上げていただいて、

継続してもう１年、２年延ばしていただく、そんな対策も一つ講じていただ

きたいと思います。これは要望に止めておきます。 

 それでは、続いて、農村や地域が抱える課題についてに入らせていただき

ます。 

 １点目として、兼業農家や高齢農家等の参画による地域農業の維持・発展

について質問させていただきます。 

 農業における兼業農家や高齢者農家も含めた、多様な担い手による地域農

業の今後の在り方についてお伺いいたします。 

 三重県における農家のデータを紹介いたしますと、販売農家の経営耕地面

積が３反、いわゆる30アールです、以上、または農産物の販売金額が50万円

以上は約２万5700戸ございます。そのうち約４分の１、6600戸が農業収入の

みで生計を立てている専業農家で、残りの４分の３、１万9000戸が兼業農家

となっています。全国平均では、兼業農家の割合は約３分の２となっていま

して、三重県は全国に比べても兼業農家の割合が高くなっています。 

 また、年齢別農業就業人口データを見ますと、70歳以上で見ると約57％、

60歳以上で見ると87％を占めております。いかに高齢化が進んでいるかとい

うことが分かっていただけると思います。 

 農地の中でも平たんで圃場整備が実施されたところは、担い手や後継者が

見つかりやすいですが、三重県は中山間地域の耕地面積が４分の１、26％も

占めておりまして、条件的にも不利で担い手が見つからない中山間の農地な

どでは、兼業農家や高齢者農家の力を今後も十分に活用しながら、農業経営

を続けていく必要があります。 

 政府は、農業に関する九つの成果目標を設定しております。これも、一応

参考に、写真を見ていただきたいと思います。（パネルを示す）農地の集積

目標を見てみますと、全国で平均では59％の農地集積がされていますが、三
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重県では、これ、2018年のデータですが、35.5％、認定農業者や集落営農組

織に集積が進んでいないということが分かります。生産コストの削減も、こ

の数字を見ると全く進んでいないと言わざるを得ません。スマート農業も

2020年を目標にしていましたが、数値に出せないほど進展がないというふう

にも読み取れます。 

 幾つかの目標の中で、農林水産物・食品の輸出は、2019年度で9121億円で

すから、2020年度にはほぼ１兆円を達成しそうになっております。農家の期

待の多かった、これ、昔の話ですけど、農家個別補償制度をなくして、農業

から離脱させて、中核的農家育成を目指してきましたが、農業改革の難しさ

がこの数字に出ています。農業から無理やり下ろすのではなく、もっと丁寧

に、農業者に寄り添った農業改革が必要ではなかったかと思っています。 

 私が現場でお聞きしたところでは、認定農業者や認定新規就農者などにつ

いては、制度資金などの手厚いサポートがあります。兼業農家や高齢者農家

が農業機械を購入する際には、年齢がネックとなって金融機関の融資が受け

られないこともあるとのことでございます。最近の農業機械は安全対策に力

を入れておりまして、より安全な農機に買い替えようと思っても、機械が大

変高額なために、なかなか買替えをすることは困難になっていると、こんな

話がありました。 

 三重県の農村・農業を維持・発展させていくためには、中核的な農家の育

成だけではなしに、兼業農家や高齢農家を含めた多様な担い手の維持・確保

を図るために、きめ細かい対策が必要だと考えています。 

 そこでお尋ねするんですが、兼業農家や高齢農家等の参画による地域農業

が維持・発展するための施策や支援策が非常に乏しい、ないと言っても過言

ではないかと思うのですが、県としてどのように考え、現実に合った取組を

されるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

   〔前田茂樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（前田茂樹） それでは、兼業農家や高齢農家等の参画により

ます地域農業の維持・発展に向けた県の取組についてということで、御答弁
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させていただきます。 

 本県は農地の７割以上を水田が占めておりまして、これまで、認定農業者

や集落営農組織などを中心に、生産性の向上や産地競争力の強化などに向け

た支援に取り組みますとともに、多面的機能の維持・発揮に向けて、農地や

水路などを保全する共同活動や、中山間地域などでの営農継続を支援してき

たところでございます。 

 この結果、農地の約４割を認定農業者等が担うとともに、農地等の適切な

保全が図られておりますが、農業者の高齢化の進行等により、中山間地域な

どの条件不利地を中心として、農地の借手が見つからない、あるいは農地が

狭く作業効率が悪いため規模拡大が難しいなど、将来の営農継続に不安を抱

くお声もお聞きをしておるところでございます。 

 こうした状況を踏まえまして、令和２年３月に改定を行いました三重県食

を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画では、地域の農業を担ってき

た家族農業の維持・継続を図ることが重要であるとして、経営規模や家族、

法人などの経営形態の別に関わらず、産業政策と地域政策の両輪で施策を進

めていくことを明記したところでございます。 

 家族農業の維持・継続に向けた今後の施策展開につきましては、現在、策

定を進めております三重の水田農業戦略において、中山間地域を念頭に置い

た、家族農業継続プロジェクトを設置して取組を進めていきたいと考えてお

ります。 

 具体的には、兼業農家や高齢農家が多い地域を対象として、農家の話合い

を通じた地域リーダーや作業オペレーターなど、地域の中心となる人材の育

成・確保、兼業農家や高齢農家の後継者を対象にした農作物の栽培技術や、

農業機械の操作技術などの習得支援、コスト低減に向けた中古農機のあっせ

んの仕組みや共同利用の体制づくり、また、労働力が不足する農家と応援で

きる人材をマッチングする仕組みづくりなどを、市町やＪＡ、農業機械の普

及などに取り組む団体等と連携しながら、きめ細かく進めていきたいと考え

ております。 
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 また、農業機械の導入に当たりましては、国の補助事業として、強い農

業・担い手づくり総合支援交付金の活用が考えられますが、小規模な家族農

業ではなかなか採択されにくい状況にありますことから、国に対して採択要

件の緩和や十分な予算の確保など、様々な機会を捉えて要望してまいります。 

 今後は、家族農業継続プロジェクトにおける取組の具体化に向け、さらに

検討を進めますとともに、国の新たな食料・農業・農村基本計画に位置づけ

られた家族農業に対する施策動向も注視しながら、中山間地域等の兼業農家

や高齢農家をはじめ、本県の家族農業の維持・継続が図られるよう、しっか

りと取り組んでまいります。 

   〔48番 前野和美議員登壇〕 

○48番（前野和美） 御答弁ありがとうございます。 

 今回の質問をするに当たって、いろんなところを歩いてきました。いわゆ

る兼業農家で、高齢農家で実際に田んぼをつくっておられる方々の話を聞い

てきたんですが、一言で言いますと、全く我々を支援してくれる施策が県に

はないと、こんなふうに言われて、肩身の狭い思いをして、実は帰ってきま

した。 

 昔でしたら、こういう高齢者が車を買い替えたりとかいろんなことをする

ときに、県単という形で補助金があったこともありまして、そんなことを覚

えている方々でございますので、そういう強い話になったんだろうというふ

うに思います。 

 もう時間がありませんので、もっと言いたいことはたくさんあったんです

が、とにかく三重県の農業というのは、今も言いますように、兼業農家やと

か高齢農家で支えられている部分が非常に大きくなっておりますので、その

辺をしっかりと見極めて施策をやっていただきますように、よろしくお願い

申し上げておきたいと思います。 

 これで、この項は終わりまして、次、二つ目の、防災・減災の観点で見た、

田んぼダムということで質問させていただきます。 

 近年、集中豪雨の大型の台風発生等によって、全国で大規模な水害が頻発
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して、大きな経済的損失が発生しています。今年の７月には、熊本県を中心

に九州や中部地方などで日本各地で発生をしました令和２年７月豪雨が記憶

に新しいところです。こうした災害に対して、河川改修や治水施設の増強等

の対応策が継続的に実施されているものの、短期間での課題解決は財政的に

も技術的にも非常に困難な状況であります。 

 こうした中、農地は多面的機能の一つとして洪水調整機能を持つことが広

く知られております。豪雨による河川の氾濫を防ごうと、雨水をためる田ん

ぼを治水対策に活用する田んぼダムの取組を進める自治体が増えてきており

ます。 

 （パネルを示す）10番を提示してください。これ、私の田んぼの写真を

撮ってきました。田んぼダムは、計画から、それからもう一つ、（パネルを

示す）これは私が作ったんですが、大体、田んぼダムをすればどういうぐら

いの貯水量ができるかということを確認するためにこんなものを作ってみま

した。 

 １反、いわゆる1000平方メートルの田んぼですね。これはやっぱりあぜが

幅が狭いために、あぜの高さもやっぱり低いんですね。私もこんな田んぼが

ありますのでそれも見てきたんですが、最大、水をためられても、深さにし

たら30センチメートルぐらいかなということで、１反ありますと300トンの

水がためることができます。今、この写真撮った田んぼは、ちょうど30アー

ル、3000平方メートル、３反の田んぼです。それですと、大分あぜの幅も１

メートルぐらいありますし、高さもちょっと高いので、50センチメートルぐ

らいはためられるかな、そんなふうに計算しますと、1500トンの水がためる

ことができます。１ヘクタール、１町歩の田んぼですと、3000トンの水がた

めることができるわけですね。下にも書きましたように、学校にある25メー

トルプールですと540トン。今度、オリンピックで使われるプール、どれぐ

らいか調べてみましたら、2500トンということになるようです。これ、数字

からいきましても、かなり貯水ができるのが田んぼダムということになると

思います。 
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 田んぼの落水調整をする装置、板を入れるだけです、板を入れるだけで排

水量を抑制することができるわけでございますので、これで貯水機能を高め

ていけば、この田んぼダムというのはかなりの効果を出してくるのではない

かなというふうに思っています。 

 既に、秋田県だとか、新潟県だとか、栃木県などでも、田んぼダムの整備

が進んでおりまして、水路のピーク時の水位が80センチメートルも下がった

とか、そんな成果も出ているようでございますので、ダムを建設するコスト

よりも大幅に安く上がりますので、当然、これはどこかの同意が必要になっ

てきます。 

 防災・減災の観点からも、非常に効果的な取組だというふうに思っていま

すので、三重県では、この津市でも中勢用水土地改良区が試験的に田んぼダ

ムを実施しておられるようですので、その辺も含めた御答弁をいただけたら

ありがたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔前田茂樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（前田茂樹） それでは、田んぼダムの現在の取組状況と今後

の展開について御答弁させていただきます。 

 水田は、農業生産はもとより、雨水を一時的に貯留し、洪水や土砂崩れを

防止するなどの役割を担っております。田んぼダムは、水田の排水口に調整

板を設置することによって、水田が持つ洪水調節機能を人為的に高めること

で、下流域の農地や宅地の洪水被害を軽減する目的で実施されております。 

 県としても、即効性があり、低コストで実施可能な田んぼダムは、防災・

減災の観点から有効な取組であると考えております。 

 県内における田んぼダムの取組は、多面的機能支払交付金の活動組織など

により、８地区160ヘクタールで進められております。特に、津市におきま

しては、津農林水産事務所内に農家との協働を進めるためのみえ田んぼダム

推進チームを設置し、三重大学や活動組織と連携して、洪水被害防止効果や

農家の作業負担などをモデル地区で検証するとともに、普及啓発のためのの

ぼり旗を設置するなど、取組の拡大に向けて意欲的に推進しておるところで
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ございます。 

 こうした取組を進める中で、田んぼダムの実際の運用に当たっては、雨水

があふれ、水田のあぜを決壊させるおそれがある、わらくずが排水口に詰ま

るため、これを取り除く必要がある。また、木製の調整板は約３年で腐食し

てしまうといったような、維持管理に関する課題が判明してきました。 

 こうした課題に対して、県としましては、農家の不安や心配の解消に向け、

農地の保全に向けた集落の共同活動を促進します多面的機能支払交付金等に

より支援することで、維持管理に関する課題の解決につなげたいと考えてお

ります。また、引き続き三重大学とも連携しながら、雨水の貯留効果やピー

ク流出量の抑制効果など、田んぼダムがもたらす効果の検証を進めてまいり

ます。 

 さらに、田んぼダムの県内での取組拡大に向けて欠かせない農家の皆さん

の理解の促進を図るため、多面的機能の維持・発揮に向けた研修会なども開

催し、その必要性や効果を丁寧に説明し、広く普及してまいりたいと考えて

おります。 

 近年の激甚化・頻発化する豪雨災害を受けて、国におきましても、流域全

体での治水対策に取り組むこととしておりまして、この取組の一環として、

農業農村整備事業において、田んぼダムの取組を拡大していくということと

しております。 

 県としましても、水田の田んぼダムとしての活用については、総合的な治

水対策の観点からも重要な取組と考えておりまして、農村地域の防災・減災

対策の一つとして位置づけて、田んぼダムの効果的な活用と取組のさらなる

拡大を進めてまいります。 

   〔48番 前野和美議員登壇〕 

○48番（前野和美） ありがとうございます。 

 今、前田部長から、防災・減災の対策の一つと位置づけしてやっていきた

いと、こういう話でございましたので、農家の理解をやっぱり得ることが一

番大事でございますので、できましたら、今、申し上げたように、防災・減
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災の観点からいろいろシミュレーションをして、どれぐらいの面積で、どれ

だけの水がためられるんや、そういうことを理解いただいた上で農家に協力

を仰ぐ。そして、県の施策としてやっぱり堂々と打ち出さないことには、農

家の理解は得られないと思いますので、その辺も併せてよろしくお願いを申

し上げて、時間が迫ってまいりましたので、この辺はこれくらいにさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

 あと、二つ残っているんですが、一つ飛ばさせていただいて、いつものこ

とでえらい申し訳ありません。答弁書、作っていただいたのに。 

 最後の、コロナ禍における農泊の推進についてということで、質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 この前に、三重のまるごと自然体験の話をさせていただいた上で移りたい

なというふうに思っておったんですが、私の地元の津市榊原地区、ここは

1500年の歴史を持つ、いわゆる清少納言の枕草子にも七栗の湯と詠われた日

本三名泉の一つである榊原温泉を核として、広大の農地を有する農村集落が

あります。 

 ここで、知事のもっと知りたい！みえの現場すごいやんかトークにも選ば

れまして、地元の皆さんと共に、知事が自らが司会をしながら聞いていただ

いたわけですが、その中でも、温泉旅館がたたずむ宿泊施設がある中で、古

民家や空き家を利用した農業体験施設や農泊の取組について、熱く語られて

いたのを強く印象に残っておりまして、こういった取組はインバウンドも含

めた観光需要の増加が地域の活性化につながると、大きな期待をかけた取組

であるわけですが、ここにきまして、新型コロナ禍により観光客の大幅な減

少が課題となっておりまして、旅館の入り込み客数も大きな落ち込みが余儀

なくされています。 

 せっかく地域がやる気を出して、地域ならではの様々な体験を楽しんでい

ただくための取組を進めていく、そうした中でございますが、観光需要の減

少によりまして、農泊の推進に向けた機運が後退してしまわないかと、そん

なことを心配しております。 
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 そこでお尋ねいたすのですが、コロナ禍により厳しい状況に置かれている

農山漁村活性化プロジェクト交付金事業、この推進につきまして、三重県で

も15か所ぐらい取り組まれているという話なんですが、今後の取組について

お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔前田茂樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（前田茂樹） それでは、コロナ禍により厳しい状況に置かれ

ている農泊の推進に県としてどのように取り組むのかということで、お答え

させていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の発生以降、感染防止の観点から、移動の自粛

等の影響により、インバウンドを含めた県内への来訪客が大幅に減少するな

ど、農泊事業者が厳しい状況に置かれているということは認識しておるとこ

ろでございます。 

 具体的な声として、現場からは、予約の減少やキャンセルにより先行きが

見通せない、感染拡大や安全・安心に対する不安の声を払拭してほしい、国

の交付金を活用した農泊による地域の活性化について、コロナ禍で事業進捗

の遅れが心配であるといったような、切実なお声をお聞きしているところで

ございます。 

 このため、県では、国の持続化給付金をはじめ、新型コロナウイルス感染

症で影響を受ける事業者への支援措置の紹介や、県独自の取組として、来県

延期協力金など支援措置を講じるとともに、その活用を関係事業者へ呼びか

けてきたところでございます。 

 また、三重の農山漁村に安心してお越しいただけるよう、感染防止対策ガ

イドラインに基づく適切な措置の周知徹底を図りますとともに、感染防止の

ための衛生資材の購入や、講習会等を通じた施設の衛生管理を担う人材育成

に対して支援を行っております。 

 さらに、県内の自然体験施設等の安全性をしっかりとアピールしていくた

め、県のホームページや事業者のＳＮＳ等を通じた情報発信にも取り組むこ

ととしております。 
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 なお、現場からも不安の声をお聞きしております国の農山漁村振興交付金

を活用した農泊支援事業につきましては、様々な機会を通じて、事業期間の

延長など柔軟な対応を国へ働きかけていきたいと考えております。 

 新型コロナウイルス感染症の収束の兆しが見通せない中ではありますが、

新たな生活様式の普及に伴う、テレワークを活用したワーケーションの広が

りなど、これまでにはなかった新たな需要をチャンスと捉え、自然体験や農

泊に関する受入環境の整備や、体験プログラムのブラッシュアップなどにつ

いて引き続きしっかりと支援してまいります。 

 これらの取組を通じ、三重ならではの伝統的な生活体験や、農山漁村地域

の人々との交流を楽しむ農山漁村滞在型旅行である農泊をより一層推進し、

農山漁村地域の活性化につなげていきたいと考えております。 

   〔48番 前野和美議員登壇〕 

○48番（前野和美） 今、御答弁をいただきましたが、この事業は、榊原地区

の話になるんですが、令和２年度から３年度にかけて部会ごとの現場調査や

先進地視察調査を行って、計画に練り上げていくという作業が必要なんです

が、今のコロナ禍の中で、部会会合やとか役員会、現地調査、先進地調査等

が全く思うように動けていないのが実情でございまして、事業が、いわゆる

ストップしているということでございます。 

 国の２年間という縛りがありまして、県のほうでは、今、国に対して、コ

ロナ禍の中だから延長してほしいという申出をしていただいておるようでご

ざいますので、安心いたしましたが、ぜひこうした地域が自分たちの思いを

しっかりと生かせて、地域の活性化に結びつけていけるような施策が順調に

進んでいくように、県の力強い御支援と、知事からも国のほうへしっかりと

申入れをしていただきますように併せてお願いいたしまして、勝手な質問に

なりましたけれども、一部を残してしまいまして、大変申し訳なく思ってお

ります。次回にまた機会がありましたら触れさせていただきたいと思います

ので、御了承いただきまして、私の質問はこれで終了させていただきます。

どうもありがとうございました。お世話になりました。（拍手） 
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休          憩 

○議長（日沖正信） 暫時休憩いたします。 

 

午前11時１分休憩 

                                    

午前11時10分開議 

 

開          議 

○議長（日沖正信） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○議長（日沖正信） 県政に対する質問を継続いたします。26番 杉本熊野議

員。 

   〔26番 杉本熊野議員登壇・拍手〕 

○26番（杉本熊野） おはようございます。 

 津市選出、新政みえ、杉本熊野です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めは、ウィズコロナ下における子どもの安全安心確保をということ

で、学校の新しい生活様式に対応できる学級編制基準の制定について質問さ

せていただきます。 

 コロナ禍における子どもたちの様子を少し振り返ってみたいと思います。 

 ２月27日、前安倍首相が突然、全国一斉休校を要請し、３月２日から、島

根県を除き、全国の学校が臨時休業となりました。急な休業措置で、子ども

たちも保護者も大変戸惑いました。 

 準備時間もない突然の自宅学習には問題が山積みで、家庭環境などで格差

が生じることは明らかでしたし、一生に１度の卒業式が従来のようにできな

かったことで友達や先生ときちんとお別れができず、悲しい思いをした子も

多かったように思います。 
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 子どもたちにも言いたいことがあったはずですが、発言や質問の機会はほ

とんどありませんでした。 

 その後、春季休業、春休みを経て、４月16日に全都道府県が緊急事態宣言

の対象となったことを受け、三重県では、県立学校が４月15日から５月末ま

での臨時休業を行いました。県内の小・中学校も同様の状況となりました。 

 国立成育医療研究センターが、この間の子どもの状況をアンケート調査し

ています。 

 すぐにいらいらする、コロナのことを考えると嫌な気持ちになるなどのス

トレス反応を示していた子が、全体の75％を占めていました。最近集中でき

ない、が４割程度、寝つけなかったり、夜中に何度も目が覚めたりする、が

２割以上などの結果が報告されています。 

 休業中、先生たちは、課題プリントを届け、家庭訪問や電話連絡、オンラ

イン授業に努め、学校での預かりもしておられましたが、休校中の子どもた

ちの様子を十分に把握することはできませんでした。 

 学校再開の日、先生たちは、子どもたちが不安なく、安心して、元気に登

校できるだろうか、と大変心配しながら学校を再開いたしました。 

 しかし、当時、社会全体が最も気にかけていたことは、学習の遅れを取り

戻すことであったと思います。９月入学の是非が盛んに議論されておりまし

た。 

 一方、保護者からは、感染予防対策の徹底を要望する声が多数寄せられま

した。 

 今、学校では、文部科学省の、学校における新型コロナウイルス感染症に

関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式を基に、手洗いやマスク

着用の励行、消毒、三つの密を避けるための対策が綿密に行われています。 

 ある学校では、登校前、家庭での検温はもちろんのこと、登校直後の朝と

昼にも子どもの検温をし、密集しそうな児童玄関や手洗い場には足形のス

トップマークをつけています。 

 （パネルを示す）これは、ある学校の様子で、児童玄関のところに、朝、
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密集するのでストップマークをつけて、給食のときに並ぶのが密集するので

廊下にストップマークをつけ、手洗い場のところも密集するのでストップ

マークをつけています。こんな取組が今、学校では行われています。 

 この学校では、調理実習や理科実験、グループ学習はまだ行っていません。

音楽教室は１時間ごとに毎回消毒するなど、徹底した対策を行っていますけ

れども、保護者からは、心配のあまり、さらに細かい対応を求められていま

す。 

 そして、どうしても絶対に回避できないのが授業中の教室の密でございま

す。これは、ある小学校５年生、39人の教室であります。（パネルを示す） 

 マニュアルでは、レベル３の地域では、児童・生徒の間隔を可能な限り２

メートル、最低１メートルを確保するように求めていますけれども、40人近

い学級では、２メートルというのは本当に不可能でございます。 

 また、県立学校では、募集定員が１学級原則40人ですから、ほとんどの学

校が過密状態にあります。 

 ９月３日、文部科学省は、この衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様

式のバージョン４を出しました。バージョン４は、ウィズコロナの時代のマ

ニュアルでございます。 

 児童・生徒の教育を受ける権利を保障していくため、学校における感染及

び拡大リスクを可能な限り低減した上で、学校運営を継続していく必要があ

るとしています。経済との両立、ウィズコロナにのっとった内容となってい

ます。 

 このマニュアルどおり学校運営を続け、なおかつ、子どもたちの安全・安

心を守るためには、現在の学級編制基準、小学校１年生35人、小２から中３

までは40人です。これを私は見直すべきだというふうに考えます。 

 この基準を見直さなければ、ウィズコロナ下における子どもの教育の保障

と安全の確保、この両立はできません。 

 ７月３日、全国知事会、全国市長会、全国町村長会は、少人数編制を可能

とする教員確保について緊急提言を行いました。40人学級では、感染症予防
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のための児童・生徒間の十分な距離を確保することは困難であり、大きな課

題であると訴えられました。 

 また、９月24日、自由民主党の教育再生実行本部、本部長は馳浩元文部科

学大臣であります。ここからは、30人学級の推進を求める決議をまとめて、

萩生田文部科学大臣に手渡しをしております。決議では、法改正で教員の数

を増やし、そのための予算計上を来年度予算で検討するよう求めています。 

 そして、三重県では、９月14日、知事・教育長に対して、ＰＴＡ代表、校

長会代表、教職員代表などの皆さんが、三重県独自の学級編制基準を導入す

るよう要請いたしました。 

 このような中、私は、国が義務教育標準法を改正し、早急に学級編制基準

を30人とすることを強く求めたいと思いますが、そう簡単にはいかないよう

です。 

 ですから、そのことが早期に実現できないのであれば、ウィズコロナ下に

おいて、三重県の子どもの安全・安心を守るためには、国に先駆けて、県独

自の学級編制基準を制定し、教職員配当基準を見直し、教職員定数を確保し

ていくことが急務だと考えますが、いかがでしょうか、教育長の見解をお聞

かせください。 

   〔木平芳定教育長登壇〕 

○教育長（木平芳定） 学校の新しい生活様式に対応できる学級編制基準につ

きまして御答弁申し上げます。 

 小・中学校の１学級の児童・生徒数は、学級編制に関する法律で定められ

ており、小学校１年生は35人、それ以外の学年は40人となっています。 

 こうした中で、本県では、基本的生活習慣や学習環境が大きく変化する小

学校１、２年生で30人学級、中学校１年生で35人学級とし、いずれも下限25

人を設定しながら、順次、実施するとともに、小学校２年生では36人以上の

学級を解消しています。 

 また、これらの対象とならない学年のうち、人数の多い学級でも少人数教

育ができるよう、定数や非常勤を配置しているところです。 
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 新型コロナウイルス感染症に対応するため、学校の新しい生活様式が求め

られる中で、議員の御紹介にもありましたけれども、７月上旬には、全国知

事会から国に対し、児童・生徒の十分な距離を保つことができる少人数学級

編制を可能とする教員の確保を早急に図る旨、緊急提言がなされました。 

 ７月上旬の経済財政運営と改革の基本方針2020では、臨時休業等の緊急時

にも安全・安心な教育環境を確保し、学びを保障するため、少人数によるき

め細かな指導体制の計画的な配備について、関係者間で検討するとされ、９

月には、政府の教育再生実行会議ワーキング・グループから同じ趣旨の中間

答申がなされています。 

 これらを受け、先般の文部科学省の概算要求では、新しい時代の学びを支

える環境を整備するため、学級編制標準の引下げを含め、小人数によるきめ

細かな指導体制の計画的な整備について、予算編成過程において検討すると

されたところです。 

 本県では、これまで基本的生活習慣の定着と学力の向上を図るため、県独

自で少人数学級を進めてきましたが、新型コロナウイルスの影響がある中で、

子どもたちが安全で安心に学べる環境を確保するためにも、少人数学級の推

進は重要な事項です。 

 一方、義務教育である小・中学校の教員配置に係る財政措置は国により行

われますが、これは法律で規定する１学級の人数で算定されますことから、

県独自の少人数学級を実施するために必要な教員は、県費で確保する必要が

あります。 

 こうしたことから、国に対し、来年度から少人数学級を計画的に進めるこ

とを強く要望してまいります。 

 その際、本県が先行して実施しております少人数学級について、例えば、

授業につまずく児童・生徒の減少や話合い活動の充実、配慮を要する児童・

生徒へのきめ細かな指導ができることなどの効果をしっかり説明し、今回の

学級編制標準の引下げの動きが前に進むよう取り組んでまいります。 

 今後の国の動向を踏まえながら、本県としてどのように対応していくかに
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ついても検討していきたいというふうに考えております。 

   〔26番 杉本熊野議員登壇〕 

○26番（杉本熊野） 教育長からは、国の学級編制基準が進むように取り組ん

でいくという御答弁いただきました。 

 しっかりと、強くお願いしたいと思います。教育現場の現状を訴えていた

だきたいと思っております。 

 萩生田文部科学大臣が記者会見で、９月18日ですけれども、こう発言して

おられます。 

 新型コロナウイルス感染症や今後の新たな感染症の発生時に、一定のソー

シャルディスタンスを確保できない学校は休校を選択せざるを得ない。 

 新しい学校を考えるとき、64メートル四方に40人の教室というのは限界が

あるというようなことを語っておられて、休校を選択せざるを得ないという

ことを言っておられます。 

 私やっぱりそれは確保されている学校、地域、県と、確保されていない学

校では、感染が拡大したときに休校にするかしないかの選択が違ってくると

思うのです。 

 ですので、国がそういったところの基準がしっかりと確保できないのであ

れば、県で進めていく必要があるというふうに思っています。 

 といいますのは、臨時休業は、皆さん御存じのとおり、新型インフルエン

ザ等対策特別措置法に基づいて、知事が教育長に要請し、その要請に応じて、

教育長が学校保健安全法に基づいて臨時休業ということをするというふうに

なっていますので、まずは知事の判断があります。 

 ですから、三重県の場合は、感染者が名古屋由来であるとか、大阪由来で

あるとか、都市部に影響されるということが非常に多かった現状がある中で、

やっぱり休校に、休業にということを判断せざる得ない状況が、都市部に近

い県というのはより多くあると思うのですね。 

 そういったことも考えると、やっぱり三重の子どもたちの教育の保障と、

それから、安全・安心の確保を両立するためには、学級編制基準というのは
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下げる必要があるというふうに思っています。 

 今、少人数学級の話をしていただきました。私はそのことをベースにしな

がら、それがあるからこそ、国に先駆けて、県独自の学級編制基準をつくる

ことができると思っているのです。 

 御存じのとおり、みえ少人数学級は事業でございます。ですので、学級編

制基準ではございません。 

 そういったところを、しっかりと中身を精査しながら、三重における独自

の学級編制基準を、小学校１年生、２年生、中１から順次、定数改善として

やっていって、教職員の確保を計画的に進めていく必要があると思います。 

 今後、国がそういう方向性を出したとしても、一遍に採用することはでき

ません。順次です。なので、やっぱり一歩でも先駆けて、それを進めていく

というのが、私は、それぞれの地方のやり方としてあるべき、あってもいい

姿だというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 ２点目、修学旅行不参加の子どもたちについてです。 

 修学旅行や体験学習を実施するかどうか迷っていた教育現場が、実施に踏

み切れた、その後押しをしたのは、県の南部地域体験教育旅行促進事業と、

県内教育旅行促進支援事業の創設だったと思います。 

 ９月15日現在の応募状況は、合わせて868件、約５万2000人分です。 

 行く先が県外の学校でも、感染リスクの低いところへ行き先を変更したり、

活動内容を工夫するなどして、子どもたちにとってかけがえのない大切な教

育活動を計画しています。様々な制約があるものの、やっぱりうれしい気持

ちでいっぱいだと思います。 

 このような中、修学旅行に行かなかった、行けなかった子どもが増えてい

ます。Ａ中学校で８人、Ｂ中学校では16人です。いずれも昨年は全員参加で

した。 

 学校では旅行積立てをし、修学旅行費の一部は就学援助もされています。

しかし、旅行の準備などにもお金はかかり、就学援助の修学旅行費は前払い
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ではなく後払いですから、旅行への参加が厳しい家庭が増えているように思

います。 

 また、不参加の理由は、一番は新型コロナウイルス感染が怖いということ

なのですが、その背景を探っていくと、家族が感染すると仕事を休まなくて

はならない、雇い止めになるとのことでした。 

 介護職で働く母親は、子どもを修学旅行に行かせない判断をしました。シ

ングルマザーです。新型コロナウイルスに感染すると職を失い、子どもを

養っていけなくなるのではという不安がありました。本当に切ないです。 

 しかし、修学旅行に行かせないことは、将来にわたる教育的リスク、親子

関係のリスクはさらに大きいと思われます。それでも修学旅行に行かせない

判断をするしかない切なさがあります。 

 修学旅行は、事前の学習、班行動の企画など、準備段階からの学びがあり

ます。行かない、行けない子どもの心中を思うとき、何とかしなければなら

ないと思います。 

 保護者の収入が激減した家庭等の状況が子どもたちにどんな影響を与えて

いるか、しっかりと把握していく必要があると思います。 

 そしてまた、せめて修学旅行費の就学援助、これは後払いではなく、前払

いとしていただきたい。新たな予算が発生するわけではありません。前払い

です。そのことを市町と連携して進めていただきたいと考えますが、教育長

の見解をお聞かせください。 

   〔木平芳定教育長登壇〕 

○教育長（木平芳定） 就学援助費における修学旅行に係る費用の前倒し支給

につきまして御答弁申し上げます。 

 就学援助は、学校教育法の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難

と認められる小・中学校の児童・生徒の保護者に対し、市町が援助を行って

いただいているものです。 

 定期的に定額支給されている学用品費と同様に、新入学児童生徒学用品費

等は、通常必要とする額が算出可能であり、定額支給でありますことから、
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2017年３月に国の要綱が改正され入学前支給が国庫補助の対象となったこと

もあり、各市町において入学前支給が進められてきたところです。 

 一方、就学援助に係る修学旅行費については、定額ではなく、直接、必要

な交通費、宿泊費、見学料等の実費が対象になっていることから、行き先や

内容、参加人数などによっては金額が大きく異なるため、標準的な額を前倒

し支給することが困難な状況があり、現在、県内においても実施している市

町はないという状況です。 

 そうした中で、各学校においては、全ての児童・生徒が修学旅行に参加で

きるよう、旅行費用の積立てをするなどの工夫がなされています。 

 こうした中で、県教育委員会では、児童・生徒が家庭の経済状況のために

修学旅行への参加を諦める事態が生じないよう、修学旅行費の前倒し支給な

どに関する全国の先進的な取組例などを情報収集し、市町教育委員会と共有

するとともに、意見交換することなどを通じまして、どのような対応ができ

るか、共に検討していきたいと考えています。 

   〔26番 杉本熊野議員登壇〕 

○26番（杉本熊野） 共に市町と考えていきたいということですので、よろし

くお願いいたします。 

 入学支度金の前倒し支給、私、平成28年に一般質問させていただいたとき

にも難しい状況がありましたけれども、今、三重県では、２町を除き、27市

町で前倒し支給をしていただいておりますので、どうぞ皆さんの知恵を合わ

せて、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問に行かせていただきます。 

 次は、環境への負荷が少ない持続可能な三重へということで、脱炭素宣言

「ミッションゼロ2050みえ」の推進をということで、質問させていただきま

す。 

 日本では、毎年のように大型台風や集中豪雨等の異常気象が頻発し、昨年

は、房総半島台風、東日本台風など、今年は、令和２年７月豪雨などによっ

て激甚な気象災害に見舞われています。 
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 そして、多くの人が、これら頻発する異常気象は地球温暖化の影響である

と認識するようになってきており、その怖さを身近に実感するところとなっ

ています。 

 地球温暖化は、災害だけではなく、私たちの日々の暮らしにも影響を与え

ています。環境省によると、熱中症による死亡者数は、1993年以前は年平均

67人ですが、1994年以降は年平均492人と、約７倍に増加しています。 

 また、農林水産業への影響も大きく、平成30年、三重県の米における一等

米の比率は24.7％でした。一等米の全国平均は81.2％なのに対して、三重県

は大変低く、夏場の高温によって三重県では米の品質低下が起こっています。 

 県の農業研究所や水産研究所は、夏の暑さに強い新しい米の開発や、高い

水温でも育つ黒ノリなど、生産者と一緒に研究開発を進めているところです。 

 ６月28日、日曜日の朝のテレビ番組では、コロナと温暖化というテーマが

取り上げられていました。 

 アラスカ、カナダ、ロシアなどの永久凍土が温暖化で解け出すと、動物の

死骸などの有機物が分解され、二酸化炭素やメタンガスが大気中に放出され、

さらに温暖化を加速し、凍土の中に潜んでいた未知の細菌やウイルスが地上

に解き放たれ、様々な感染症を引き起こすという内容でありました。 

 温暖化と感染症の関係は、衝撃的でありました。 

 このような中、今年、2020年はパリ協定が始まる年であります。 

 国内では、2030年に温室効果ガス排出量を、2013年度比で26％削減するこ

ととしています。三重県は、昨年の12月に、2050年までに、三重圏域からの

温室効果ガスの排出実質ゼロを目指す脱炭素宣言「ミッションゼロ2050みえ」

を鈴木知事が力強く発していただきました。 

 30年後です。鈴木知事におかれては、まだまだ御活躍だと思います。30年

後に思いをはせながら、脱炭素宣言、温室効果ガスゼロの取組を今後どのよ

うに進めていくのか、思いも含め、考えをお聞かせください。 

 また、今年度は、新たに三重県地球温暖化対策総合計画（仮称）を策定す

るとしています。 
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 実効性のある計画にしていく必要があります。策定に当たっての考え方や

取組の方向性についてお答えください。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 脱炭素宣言を踏まえた取組をどう進めていくのかという

ことで、私の思いを申し上げます。 

 地球温暖化の総合計画につきましては、後に部長から答弁させます。 

 近年、豪雨災害やアコヤガイ稚貝へい死をはじめとする農水産物への被害

等、気候変動による深刻な影響は三重県にも及んでおり、私たちの命や暮ら

しが脅かされかねないような危機に直面しています。 

 このような中、地球温暖化対策に県が率先して取り組んでいくため、私は、

昨年12月、脱炭素宣言「ミッションゼロ2050みえ」を表明しました。 

 一方、年明け以降、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各国で経済

活動が停滞し、図らずも、世界の温室効果ガス排出量は減少することが予想

されています。 

 私は、コロナ禍からの社会経済活動の再開に当たっては、循環型のライフ

スタイルの構築や再生可能エネルギーの導入など、脱炭素の取組とともに進

めるという、いわゆるグリーン・リカバリーの視点が重要と考えています。 

 このような考えの下、本年８月には、全国知事会議に設置されたゼロカー

ボン社会構築推進プロジェクトチームの第１回会議において、私から、小泉

環境大臣に対し、新しい生活様式として定着しつつあり、温室効果ガス削減

にも有効なテレワークやワーケーションの推進を提案しました。大臣からは、

これらの取組は大変有用であり、国と地方が協力して推進していきたいとの

考えが示されました。 

 脱炭素社会の実現に向け、家庭生活やビジネス、地域社会、交通等のあら

ゆる分野において、県民、事業者、行政など、様々な主体がオール三重で取

り組んでいくため、私もメンバーとなり、本年12月に推進チームを立ち上げ

ることとしています。 

 推進チームでは、脱炭素に欠かせない再生可能エネルギーの利用促進、私
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たちの暮らしの中での省エネやライフスタイルの転換などをテーマに、県民

や事業者の皆さんが一緒になって取り組むことができるような、新たなアイ

デアを検討していきたいと考えています。 

 さらに、将来を担う大学生等により構成する若者チームも設置し、推進

チームの一員として、積極的かつ主体的に脱炭素に向けた行動を起こしてい

ただくことも期待しているところであります。 

 三重ならではの豊かさを享受することができ、将来にわたり健康で安全・

安心に暮らすことができる環境を守るため、推進チームの活動を原動力とし、

脱炭素社会の実現に向け、しっかり取り組んでまいります。 

   〔岡村順子環境生活部長登壇〕 

○環境生活部長（岡村順子） 今年度策定予定の三重県地球温暖化対策総合計

画（仮称）の考え方や取組についてお答えいたします。 

 現在策定中の三重県地球温暖化対策総合計画（仮称）は、温室効果ガス排

出量を削減するための緩和の取組に加え、異常気象などの気候変動の影響を

回避・軽減するための適用の取組を盛り込んだ総合的な計画となるものです。 

 計画では、脱炭素宣言を踏まえ、2050年の温室効果ガス排出実質ゼロを目

指すことを長期ビジョンに据えながら、2030年までの10年間に推進する具体

的な施策を示していくこととしています。 

 基本的な方向としまして、まず、緩和と適応を温暖化対策の両輪として施

策を推進すること。次に、ＳＤＧｓの観点を踏まえた環境、経済、社会の統

合的向上、そして、多様な主体との協創と、先ほど知事からもございました

グリーン・リカバリーの４点を重要な視点に置き、本県の気候、自然、産業

などの特徴を踏まえながら取組を進めることとしたいと考えています。 

 計画の策定に当たりましては、脱炭素の社会の実現に向け、県内企業の脱

炭素経営の促進、テレワークなどの省エネ型のライフスタイルへの転換、再

生可能エネルギーの利用や地域活性化につながるようなエネルギーの地産地

消などの取組のほか、森林保全などの吸収源対策等について広く議論をいた

だき、今年度末をめどに取りまとめる予定でございます。 
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 脱炭素社会を実現するためには、この計画に位置づけた施策を着実に実施

していくことが必要です。 

 知事の答弁にありました推進チームと協働しながら、行政はもとより、事

業者や県民の皆さん一人ひとりが脱炭素社会を共通のゴールとして認識し、

自分事として行動できるよう、取組を進めていきたいと考えております。 

   〔26番 杉本熊野議員登壇〕 

○26番（杉本熊野） 知事からは、アフターコロナの経済活動について、再開

は脱炭素を目指すグリーン・リカバリーの視点が大事だという見解を示して

いただきました。そして、12月に、知事もメンバーとなりながら、オール三

重で推進チームを立ち上げる予定という御答弁もいただきました。 

 三重県の温室効果ガスの排出量の特徴は、国に比べて、産業部門の排出が

多いのが特徴でございます。 

 国は産業部門からの排出量34.7％、三重県は57.2％が産業界からの排出で

す。この辺りも、オール三重でしっかりと取り組んでいただければというふ

うに思っております。 

 それから、若者チームの設置についても言及していただきましたけれども、

今、環境問題に敏感に反応しているのは、スウェーデンのグレタ・トゥーン

ベリさんをはじめ、若者たちだと思います。大学生など、若者が、大人の下

請ではなくて、中心となって活動する推進チームとしていただきたいと思っ

ています。 

 大気汚染が深刻なインドで、数十年ぶりにヒマラヤが見えたそうです。 

 コロナ禍によって、二酸化炭素の排出は１年間で、今年、約８％削減され

そうだという計算がなされています。けれども、このような経済活動抑制に

よる削減は、多くの人が望むところではありません。 

 反対に、今、パリ協定スタートの年なのに国際会議が開催できず、コロナ

の問題の深刻化によって環境問題の取組は優先順位が下がってしまうのでは

ないか。また、コロナ後の経済活動の再開とともに、二酸化炭素の排出量が

リバウンドするのではないかという危惧はあります。 
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 今回、この質問を取り上げさせていただいたのは、そんな危惧を感じたか

らでございます。 

 地球温暖化は、人類の本当に大きな危機だと思います。未来に対する責任

は、私たちがより多く負うべきであり、特に大きな権限、権力を持つ者の責

任がとても重いと私は思っています。 

 今から30年後の未来責任を果たすためには、経済、社会システムを大きく

変えていかなければ、地球温暖化は止まらないというふうに思いますので、

どうか皆さん、よろしくお願いいたします。 

 それでは、続いて、ひきこもりの支援のこれからということで質問させて

いただきます。 

 昨夜は、中秋の名月でした。私も、鑑賞。 

 失礼いたしました。 

 もう一つ、環境問題の質問がございました。申し訳ありません。これ、大

事なのです。プラスチックごみ対策についてでございます。 

 ７月１日から、プラスチック製レジ袋の原則有料化が始まりました。 

 三重県では、2000年に発足した三重環境県民会議の代表であった、三重大

学名誉教授、朴恵淑さんの提案により、既に10年ほど前から全ての県内の大

手スーパーでレジ袋の有料化が実施されておりました。 

 レジ袋は、プラスチックごみの総量の約２％と、僅かな部分ではあります

が、レジ袋をなぜ買わないといけないのかという疑問が、環境問題を考え、

行動を変えるきっかけとなっていくと思っています。 

 今、県民はマイバッグ持参で、少しでもプラスチックごみを減らそうとす

る行動をする一方で、コロナ禍の中、デリバリーやテークアウトなどで、使

い捨てのプラスチックごみが増えていることに何とも言えない矛盾を感じて

いるというのが、昨今の状況ではないかというふうに思っています。 

 それで、私は今こそプラスチックごみ対策の方向性について、県は県民に

対して広く発信していただきたいというふうに思います。 

 この問題、難解です。少し、この機会に勉強をさせていただきました。 



－1422－ 

 国内では、プラスチックごみ処理のうち56％は焼却されて、エネルギー回

収をされています。しかし、焼却による熱を用いて発電し、電力としてエネ

ルギー回収する、この方法は、プラスチックごみを同じプラスチックに再生

するマテリアルリサイクルや、分解して化学製品の原料として用いるケミカ

ルリサイクルと比較すると、温室効果ガスの削減効果が小さいのです。 

 プラスチックごみの処理において温室効果ガスを削減するためには、自治

体におけるプラスチックごみの焼却を減らし、使用後のプラスチック製品の

リサイクルを進める必要があるということが、分かりました。 

 それで、地球温暖化対策の視点も含め、プラスチックごみ対策はどうある

べきか、今後の方向性と具体的な取組についてお答えください。 

   〔安井 晃環境生活部廃棄物対策局長登壇〕 

○環境生活部廃棄物対策局長（安井 晃） プラスチックごみ対策の方向性と

今後の取組について御答弁申し上げます。 

 プラスチックごみについては、県として、これまで、議員からも御紹介の

ありましたレジ袋の削減をはじめ、容器包装プラスチックのリサイクルなど、

３Ｒや適正処理の促進に取り組んできたところですが、一般廃棄物・産業廃

棄物ともに、まだ多くが焼却や埋立処理されており、リサイクルされている

ものについても、より適切な処理方法への転換が必要であると認識していま

す。 

 今後は、世界的な気候変動の影響や天然資源の枯渇、海洋ごみ問題などの

観点を踏まえ、引き続き３Ｒの取組を進める中で、新たに環境負荷を低減さ

せつつ、持続可能な形で循環利用を効率的に進めるプラスチック資源循環の

高度化に取り組むとともに、海洋環境への影響を低減するための対策を講じ

ていきたいと考えています。 

 例えば、使用済みペットボトルの多くは現在、食品用トレーや衣服にリサ

イクルされていますが、天然資源から作られるバージン原料の使用を減らし、

石油の使用やＣＯ２の排出を抑制する観点から、使用済みペットボトルを原

料にしてペットボトルを再生産する水平リサイクル、いわゆるボトル・
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ツー・ボトルと呼ばれる方法ですが、こうしたリサイクルを進めることが重

要であると考えています。 

 このボトル・ツー・ボトルの工場の立地が今、県内で進められており、県

外に運んで処理しているペットボトルを県内で処理することで、輸送に伴う

コストやＣＯ２排出量の削減にもつながることから、関係事業者と連携し、

ペットボトルの水平リサイクルの仕組みづくりを進めてまいります。 

 また、プラスチックのさらなる循環利用を進めるためには、分別収集体制

の整備のほか、処理技術の開発、これが不可欠であることから、高度なリサ

イクル技術の実用化に取り組む事業者と意見交換を重ねており、そうした事

業者の参画も得ながら、今は焼却や埋立処理されている使用済みプラスチッ

クを効率的にリサイクルするための環境整備について検討していきます。 

 海洋ごみ対策については、より効果的な不法投棄防止策を進めるとともに、

今年度、鳥羽・志摩地域の漁協の方々に御協力いただいて実施しております

漁業系廃棄物の実態調査結果を踏まえ、海で分解される素材の研究開発や、

漁具への活用に向けた実証事業に、関係機関と連携しながら取り組んでいき

たいと考えています。 

 さらに、こうした取組を県民の皆さんの意識の向上や具体的な行動につな

げることが重要であり、プラスチックごみがどんな製品に再生利用されてい

るのかなど、プラスチックのリサイクルを身近に感じていただけるような情

報を広く発信していきたいと考えています。 

 持続可能な循環型社会の構築に向けまして、今後さらに検討を深め、資源

循環に関わる様々な主体との連携を強化し、取組を加速してまいります。 

   〔26番 杉本熊野議員登壇〕 

○26番（杉本熊野） 使用済みペットボトルを、もう一度ペットボトルに、ボ

トル・ツー・ボトル、水平リサイクルの仕組みづくりや、今は焼却や埋立処

理されているプラスチックごみをリサイクルするための環境整備について御

答弁いただきました。 

 これらの取組が、ＣＯ２削減につながることを確認させていただきました。 
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 それで、県民はどんな行動をしていけば地球温暖化対策につながるのか、

ぜひ県として具体的に分かりやすく発信していただきたいと思います。 

 某コーヒー店が、容器をプラスチックから紙に変えるとか、シャンプーや

洗剤の量り売りが始まっている。こんな取組を報道等で目にすることが増え

てきています。企業との連携は欠かせないと思います。 

 脱炭素化に先進的に取り組む企業を支援し、脱炭素化イコールもうかると

いう、経済・社会システムの好循環をつくり出していく取組の支援を、どう

かよろしくお願いしたいと思います。 

 最後のひきこもりの質問に行きます。 

 昨日、今日は名月やで、中秋のと石田議員に教えていただいて、見たら物

すごくきれいだったので、そのことが非常に頭にあって、ちょっと先走りま

した。すみません。 

 同じ月を見た日というネット上のプロジェクトがあります。ひきこもり経

験のある現代美術家の渡辺篤さんが立ち上げています。 

 参加者は、自分のスマートフォンで月を撮影し、名前、日時、場所を添え

て、専用のウェブサイトに投稿します。 

 同じ一つの月ですが、それぞれ全く違う表情の写真が集まることで、一つ

の作品になる。参加者は、物理的に離れていても、それぞれが孤立化してい

る中でもつながりを感じ、目に見えない他者への思いをはせるという仕掛け

です。月の力です。 

 参加者は、ひきこもり当事者だけではなく、コロナ禍によって孤独を感じ

るような全ての人であります。孤立問題に社会が目を向ける機会となればな

とそんなことも思って、質問させていただきたいと思います。 

 ひきこもり支援のこれからということで、まずは、県の役割と機能強化に

ついて質問させていただきます。 

 昨年５月、６月と相次いで、川崎市や東京都練馬区で、大変痛ましい事件

が続きました。安易に事件とひきこもりの問題を結びつけることは厳に慎む

べきであると強く思っていますが、このことを契機に、8050問題が浮き彫り
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になったことも事実であります。 

 この事件を受けて、昨年の６月14日に、厚生労働省から各都道府県に通知

が出されました。 

 中身は、県のひきこもり地域支援センターが、市町を積極的にバックアッ

プできるよう、機能強化することを求めるものです。 

 昨年、津田議員が、厚生労働省のこの動きを素早くキャッチし、ぜひ視察

すべきだと常任委員会で言われました。それで、昨年の常任委員会の県外視

察で、厚生労働省へ行ってまいりました。 

 そのときいただいた資料の最新版です。（パネルを示す）都道府県の役割

分担が分かりやすく示されています。 

 ひきこもり支援の国の施策は大きく二つあります。 

 一つは、この上段にあります市町域での施策なんですけれども、福祉事務

所設置自治体が担っている生活困窮者自立支援制度です。 

 もう一つは、この下段にあります、県が担うべきところなんですけれども、

都道府県が設置するひきこもり地域支援センターです。真ん中が地域で暮ら

していらっしゃる方で、市は生活困窮者自立支援制度で、県はひきこもり地

域支援センターで支援していくという、そういう図になっております。 

 生活困窮者自立支援制度は、平成30年の改正によって、生活困窮者の中に

ひきこもり状態の方も含まれることになりました。現在、自立相談支援事業

や就労準備支援事業を通して、ひきこもり支援を行っています。 

 この事業、多くは、社会福祉協議会に委託しております。三重県は、多気

町を除く町のところを、三重県社会福祉協議会に委託しています。つまり、

子ども・福祉部が所管しております。 

 先日、仲間の皆さん、ミートの会の皆さんと一緒に、三重県社会福祉協議

会と伊賀市社会福祉協議会を視察させていただきました。どちらも、ひきこ

もり支援のまさに現場、第一線です。第一線は社会福祉協議会であります。 

 一方、ひきこもり地域支援センターは、国の事業で、各都道府県に整備さ

れ、三重県では、平成25年に、三重県こころの健康センター、精神保健福祉
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センター内に設置されました。医療保健部が所管しております。 

 この図では、ひきこもり支援センターの役割が明記されています。 

 ここのところですけれども、下に明記されています。（パネルを示す） 

 ひきこもりに特化した相談窓口、コーディネーターによる訪問支援、法律、

医療、心理、就労などの多職種チームを設置して、そのチームによる設置、

それからピアサポーターを含む、ひきこもりサポーターの養成、市町の担当

職員の養成研修というふうにひきこもり地域支援センターの役割が明記され

ています。 

 そこで、今後、この厚生労働省の通知を踏まえて、県として、ひきこもり

地域支援センターが市町をバックアップできるよう、機能強化をしていく必

要があると考えますが、ひきこもり地域支援センターの現状と今後の県の取

組をお聞かせください。 

   〔加太竜一医療保健部長登壇〕 

○医療保健部長（加太竜一） それでは、三重県ひきこもり地域支援センター

の現状の認識と今後についてお答え申し上げます。 

 三重県ひきこもり地域支援センターにおきましては、ひきこもり支援コー

ディネーターといたしまして、精神保健福祉士の資格を有する看護師１名、

精神保健福祉士１名を配置しております。 

 しかし、２名では十分な対応が難しい面もあることから、こころの健康セ

ンターの所長であります精神科医の１名、そのほか、保健師等がサポートを

しながら、それぞれの専門性を生かし、こころの健康センターと一体となっ

てひきこもり支援を行っているところでございます。 

 このひきこもり地域支援センターにおきましては、ひきこもりの方やその

御家族への直接的な支援は当然のことながら、ひきこもり支援に携わる方々

の人材育成、それと、支援に係る関係機関の連携体制を構築していくことが

大きな役割であると考えてございます。 

 具体的な業務といたしましては、まず、ひきこもりの方やその御家族等を

対象といたしまして、電話や面談による相談対応を行っております。昨年度
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の電話相談件数は延べ135件、面接相談は延べ201件でございました。 

 また、ひきこもりの方への対応を御家族が学ぶための家族教室を年４回、

同じ悩みを持つ家族同士が交流して支え合う家族のつどいを年１回開催して

おります。 

 人材育成といたしましては、市町や地域包括支援センター等の職員を対象

といたしまして、支援者スキルアップ研修を年２回開催するとともに、病院

や就労支援機関、市町等と、事例検討を行うなど、ひきこもりへの理解や対

処方法について学んでいただいております。 

 加えまして、県民を対象といたしまして、ひきこもり経験のある当事者を

講師に招いた講演会を開催するなど、ひきこもりについて理解を深めていた

だく取組を行っております。 

 さらに、ひきこもり支援に係る連携といたしまして、社会福祉協議会や地

域若者サポートステーション、ひきこもり家族会などの、ひきこもりの方を

支援する民間団体等で構成する三重県ひきこもり支援ネットワーク会議を設

置いたしまして、それぞれの取組について情報共有するとともに、課題やそ

の解決策についての検討を行う中で、支援機関同士の連携効果にも取り組ん

でいます。 

 さらに、生活困窮者自立支援や就職氷河期世代支援、ニート・不登校支援

を実施する関係機関との連携の輪も広げているところでございます。 

 ひきこもり地域支援センターではこうした取組も行っているところでござ

いますが、様々な背景を持つひきこもりの方やその御家族等に対して、きめ

細かな継続した支援を行っていくためには、先ほど議員からもございました

ように、より身近な市町での取組を促進していく必要があると考えてござい

ます。 

 市町におけるひきこもり相談を受ける窓口や部署が市町によって様々であ

り、分かりづらいことから、県といたしましては、窓口等を一覧にしてホー

ムページに掲載するなど、ひきこもりの方やその御家族等が必要なときに必

要な情報を得ることができるよう取り組んでまいりたいと思っております。 
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 また、人材育成についても、市町の方々に対して、引き続き行っていきた

いと考えております。 

 さらに、市町や関係機関と連携いたしまして、専門性を生かした訪問支援

を実施することで、市町職員等のスキルアップを図るとともに、市町と民間

団体や家族会等の連携が進むように取り組んでまいりたいと考えてございま

す。 

   〔26番 杉本熊野議員登壇〕 

○26番（杉本熊野） 医療保健部長から、いろいろとひきこもり地域支援セン

ターがやっていることを、現状を言っていただいて、それをきめ細かくやっ

ていきたいという御答弁をいただきましたけれども、この間、１年以上、こ

のひきこもりの問題に取り組んできた議員は、今の答弁を納得して聞けない

と思います。 

 私たちは、やっぱり県のひきこもり地域支援センターが非常に脆弱である

というふうに思っています。今日は時間がないので細かいことは申しません

けれども、今のままのひきこもり地域支援センターでは、市町の支援は不十

分です。現場は、これでは、本当に後方支援がないと感じていらっしゃると

思います。 

 いろいろ聞かせていただいた中で、市町の方が県に求めているのは、高い

専門性による助言でございます。 

 医療保健部が所管しているのは精神保健福祉センターでございます。そう

いった意味でも、本当に専門性を求めていられますし、多職種連携のチーム

がきちっと組めて、そして、何かあったら助けてもらえるということができ

ていません。 

 それから、人材育成も不十分でございます。 

 私はそのことを、今日、本当に時間がないので詳しくは言えませんけれど

も、この間、このことに取り組んできた議員はみんな感じております。 

 でも、今の体制では、それはやりたくてもやれないという現状はあると思

うのです。私、三重県の職員録で、ずっとひきこもり地域支援センターと引
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いたんですけど、そんなセンターはどこにもないんですよね。 

 結局、センターという名前はついているけれども、センターが設置されて

いるわけではなく、担当職員を１名置いて、その事業をやっているという、

そういう仕組みであります。 

 これ、三重県だけではないと思います。全国だと思うのです。その点は、

厚生労働省もしっかり見てほしいと思っているんですけれども、その辺りの

ところは、ぜひ、医療保健部長にきついことを申し上げるのは今、本当につ

らいんですけれども、この問題だけはやっぱり、そういった現状については、

私たちは納得できないということは御理解いただきたいと思います。 

 この際ですけれども、今後の取組で２点、要望がございます。 

 １点目は、家族会との連携でございます。 

 私の大切な友人の子どもが20年以上ひきこもり状態にあります。私がこの

課題を取り上げる原点は、ひきこもりの子どもを持つ友人の姿であります。 

 三重県におけるひきこもりは満15歳から64歳まで、合わせて１万6140人と

推計されていますが、家族を含めると、その３倍も４倍もの県民が苦しんで

いる社会の課題であります。 

 当事者への支援はもちろんですが、その家族への支援が大変重要であると

考えます。 

 先日、ひきこもり家族会に行ってきました。ＮＰＯ法人ＫＨＪ全国ひきこ

もり家族会連合会三重県支部、みえオレンジの会の支部長で、ピアサポー

ターの堀部さんを中心に、親同士の交流が行われていました。ピアとは、仲

間を意味します。 

 親は敵ではないと、認められることの難しさ。親が我慢し切れなくなる。

自分自身が嫌になる。ひきこもりの原因を追及してしまう。母親は、自分に

原因があると思ってしまい、必要以上に気を遣ってしまう。夫婦が考えを深

め合うことができないなど、親自身、自らを語っておられました。ここに至

るまでにも長い道のりだったろうと思いました。 

 家族会は、子どもへの関わり方について学ぶ場であり、困り事が整理され、
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不安感や緊張感が和らいでいく場であり、仲間の中で、家族の気持ちが楽に

なっていく場なのだと感じました。 

 当事者会や相談会、おしゃべりサロンもあります。会長の堀部さんがこう

言われました。まず、家の中で、子どもが自分の部屋から、家族と一緒の空

間に出てこられること、自分は家にいていいんだと思えることが大事です。

家族の中の緊張が緩和されることが土台となって、次の段階へ、本人支援の

段階へと進むことができるのですとのことでした。 

 なるほど、納得でした。まずは家族支援の重要性、ピアサポートの必要性

を実感させていただきました。 

 私は今後、県がＮＰＯ法人ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会三重県支部、

みえオレンジの会としっかり連携していただくことが、今後の三重のひきこ

もり支援の推進・強化につながると確信しております。 

 ＮＰＯ法人ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会は、厚生労働省と連携し、

調査・研究を深め、高い専門性を蓄積しておられます。ぜひ、具体的な連携

の、三重の仕組みを御検討いただくことを強く要望いたします。 

 ２点目の要望は、家族会に参加して気づいたことなのですが、緊急時の対

応における体制整備です。 

 命に関わるような緊急時には、警察と保健所、医者が一緒に動いてくれる

と解決が早いのですがという声がありました。緊急時の対応整備と日頃から

の連携、緊急時に対応できる人材育成に取り組んでいただきたいとのことで

した。 

 私、これは県の役割だと思います。緊急時、あります。併せて御検討いた

だくことを要望いたします。 

 あと４分になってしまいました。 

 これ、本当に１番にやりたかったのですけれども、すみません、不登校の

子どもへの支援強化でございます。 

 平成30年、三重県における公立学校の不登校児童・生徒は、小学校672人、

中学校1599人、高等学校670人、合計2941人、約3000人でございます。 
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 不登校については、文部科学省はこれまで、とにかく学校復帰を目標とし

てきましたけれども、平成29年の教育の機会確保等に関する基本方針で、こ

れまでの方針を大きく転換いたしました。 

 新たな方針には、必ずしも学校復帰を前提としないこと、社会的自立を目

指す支援を行うことが必要であること。教育支援センター、適応指導教室は、

訪問支援、アウトリーチを含め、支援の中核になるよう機能強化すること。

教育委員会、学校とフリースクール等、民間団体とが連携しながら支援を行

うことなどが盛り込まれました。 

 このような新たな方針の下で、三重県教育委員会は、今後、不登校の子ど

も支援について、教育支援センターの機能強化をはじめ、どのように取り組

んでいくのか、お答えください。 

   〔木平芳定教育長登壇〕 

○教育長（木平芳定） 教育支援センターの機能強化など、今後の不登校子ど

もへの支援について御答弁申し上げます。 

 教育支援センターは、不登校児童・生徒への支援や相談などを担う施設で

あり、本県では平成元年度から順次設置され、現在は20か所が市町教育委員

会により運営されております。 

 教育支援センターでは、通所児童・生徒への学習や生活面の個別指導、グ

ループワーク、在籍校との情報共有など、学校復帰や社会的自立への支援に

加え、児童・生徒や保護者からの相談対応を行い、地域における不登校支援

の中核として位置づけられています。 

 平成30年度に小・中学校で不登校であった児童・生徒の中で、教育支援セ

ンターに通所する児童・生徒は435人で、全体の19.2％であり、そのうち、

何らかの形で学校へ登校できた児童・生徒は、小・中学校合わせて235人と

なっています。 

 ７月に私も教育支援センター２か所を訪問し、そこで学んだり活動してい

る子どもたちの様子を見学し、教育支援センターの活動内容もお聞きしまし

た。 
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 子どもたちは学年を超えて活動したり、一人ひとりのペースで学んでいる

姿がありました。 

 指導員の方からは、教育支援センターが子どもたちの居場所であり、重要

な育ちの場となっているという話がある一方で、変わる兆しを見せたときに、

力強く後押ししたいが、確信が持てない場合がある。福祉機関の支援が必要

な家庭も多いなど、心理や福祉の専門家のアドバイスがあれば、もっと子ど

もたちの変容につなげられるとの切実な声や、教育支援センターへ登録して

いてもなかなか通所できない子どもも多いものの、家庭を訪問しての支援は

難しいとの声もありました。 

 改めて、教育支援センターが不登校の子どもたちにも、その保護者にも重

要な役割を担っているという認識をいたしました。 

 加えて、今年度は教育支援センターなどの支援機関や相談機関とつながっ

ていない長期に不登校にある状態の児童・生徒30人を対象に、モデル的な訪

問型支援を始め、プライバシーや人権にも配慮し、そこに至った経緯やその

後の状況できる限り確認し、学校とも連携して、よりふさわしい支援内容を

考えております。 

 県教育委員会としましては、今後、教育支援センターがその役割をより一

層発揮できるよう、心理や福祉の専門人材による効果的な支援やアウトリー

チ的な支援などの方策について検討し、様々な状況にある不登校児童・生徒

が安心して学べる居場所となるよう取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。 

   〔26番 杉本熊野議員登壇〕 

○26番（杉本熊野） ありがとうございました。 

 スクールソーシャルワーカー、そして、訪問支援、ぜひ市町と連携して、

市町に配置できるようにお願いしたいと思います。 

 これは、子ども貧困対策でもずっとお願いしてきたところですけれども、

その取組がこれから大きく効果が出てくると思いますので、ぜひ検討を進め

ていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 
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 終結いたします。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（日沖正信） 暫時休憩いたします。 

 

午後０時11分休憩 

                                    

午後１時10分開議 

 

開          議 

○副議長（服部富男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○副議長（服部富男） 県政に対する質問を継続いたします。47番 中森博文

議員。 

   〔47番 中森博文議員登壇・拍手〕 

○47番（中森博文） 議長のお許しをいただきましたので、名張市選出、自由

民主党県議団、中森博文でございます。よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 消化試合にならないように、クライマックスに持っていきたいなと思って

いるんですけれども、先日、青木議員と共に某国会議員の政経セミナーにお

伺いし、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0に大いに関連するスーパーシティ構想について

勉強してまいりました。 

 これまでＩＣＴを活用するスマートシティを超える人工知能、ＡＩですね、

物のインターネットＩｏＴ、ロボット、ビッグデータ、ブロックチェーンな

ど、第４次産業革命におけるデジタル技術や５Ｇの最先端技術を活用した次

世代の未来都市がスーパーシティだそうでございまして、ちょっと難しいの

でさらに説明させていただきたいんですが、都市に関わる多様な領域という
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のがございまして、10領域が示されました。移動、物流、支払い、行政、医

療・介護、教育、エネルギー・水、環境・ごみ処理、防犯、防災・安全と

いった少なくとも五つの分野以上をカバーして、かつ住民の目線に立った先

端サービスを網羅した都市のことがスーパーシティということだそうでござ

いまして、昨年、実施されました「スーパーシティ」構想自治体アイディア

公募に、三重県からも多気町が提出され、全国で56自治体がアイデアを出さ

れたということでございます。 

 今、住民を新型コロナウイルス感染症から守るため、位置情報の活用で

あったり、キャッシュレス、自動配送、テレワーク、そしてオンラインでの

授業や会議、面接といった新しい生活様式を確立しつつ、次世代のまちづく

りを考える貴重なお話でありました。 

 それでは、通告に従いまして質問させていただきたいと存じます。 

 さて、安倍晋三前総理は、７年８か月にわたり、日本経済の再生、外交・

安全保障の再構築、全世代型社会保障の実現という、この国の未来を左右す

る重要課題とともに、地方創生に取り組まれてまいりました。 

 また、今年に入ってからは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策と

医療崩壊を防ぎ、同時に社会経済活動を再開させていくという課題山積の中、

陣頭指揮を執ってこられましたけれども、道半ばで退かれることと相なった

わけであります。 

 こうした中で、先日、新しく菅義偉総理大臣が誕生しました。新総理は、

これまでの取組を継承し、国の基本は自助・共助・公助とし、人と人との絆

を大切にし、地方の活性化、人口減少、少子・高齢化等の課題を克服してい

くことが日本の活力につながり、全ての国民が輝くことのできる国づくりを

目指すと所信表明されたわけであります。 

 そこで、地方から活力あふれる日本にとのスローガンの下、発足した菅義

偉新内閣の地方政策への期待について、知事の御所見をお伺いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 菅新内閣に対する期待ということで答弁させていただき
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たいと思います。 

 菅新総理におかれましては、安倍内閣時代に官房長官として活躍され、三

重県にＧ７伊勢志摩サミットの開催など、数々の飛躍のチャンスを与えてい

ただいたことに深く感謝しています。 

 また、安倍内閣の政策を継承し、さらに前に進めていくとともに、ふるさ

との原風景を政治の原点とし、頑張る地方を全力で応援することを表明され

ていますので、県政のかじ取り役である知事として、また、全国知事会の地

方創生対策の責任者として、大変頼もしく感じているところです。 

 引き続き、地方の声を聞いていただき、総理の持ち前の実行力で山積する

課題を解決していただくことを大いに期待しています。 

 新内閣では、国難である新型コロナウイルス感染症による危機の克服を我

が国にとって最大かつ喫緊の課題に位置づけています。まずは、感染症対策

と経済再生の両立に向けて、スピード感と実行力を持って臨んでいただきた

いと考えています。 

 特に本県選出の田村厚生労働大臣には、感染症の早期収束に向け、その手

腕を存分に発揮していただきたいと思います。 

 経済の再生については、本県でも観光業、農林水産業、中小企業など、感

染症のダメージを受けた方々を全力で支援しているところです。 

 新内閣においても雇用の維持・確保、地域経済の再生のためのあらゆる対

策を講じていただくことを期待しています。 

 また、コロナ後の時代を見据え、行政と経済の活動を大胆に改革できるよ

う、デジタルトランスフォーメーションの推進に力を入れていただきたいと

考えています。 

 菅内閣では、デジタル庁の早期設置や自治体デジタルトランスフォーメー

ション推進計画の年内策定を表明しており、さらには自治体ごとに異なって

いる行政システムの統一化を2025年度までに実現する方針を示しています。 

 こうした国の動きを踏まえ、先週土曜日に開催された全国知事会議におい

て、私のほうから、これまで一部の知事で構成されていた情報化推進プロ
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ジェクトチームを拡大し、全都道府県知事で構成する本部体制に改め、国に

対してデジタル分野の提言をしっかり行っていくべきと提案したところ、早

速デジタル社会推進本部（仮称）の設置が決定されました。 

 本県においてもデジタルトランスフォーメーションを全力で進めていく覚

悟でありますので、菅内閣におかれては、私たちの提案を正面から受け止め、

共に取り組んでいただきたいと思います。 

 さらに、国民の関心が地方に向き始めているこの好機を逃がすことなく、

東京一極集中の是正と分散型国土の創出を大胆に進め、地方創生をぜひとも

実現いただきたいと期待しています。 

 私は、資源と人材、機能の分散を図る鍵は、ソフト・ハードの両面からの

防災・減災、国土強靱化、デジタル化の基盤である通信インフラ整備、そし

て医療と教育の充実であると考えていますので、これらをしっかりと進めて

いただきたいと思います。 

 特に、防災・減災、国土強靱化については、地方が国土強靱化地域計画に

基づく取組を確実に実施できるよう、国の３か年緊急対策後も引き続き必要

な予算を確保していただきたいと考えています。 

 加えて、少子化対策は喫緊の課題であり、これまで本県では、不妊に悩む

家族への支援や男性の育児参画の推進など、様々な対策に取り組んできたと

ころです。 

 国においては、コロナ禍において不妊に悩む夫婦が子どもを授かる希望を

断念することのないよう、不妊治療への支援を充実させることをはじめ、待

機児童の解消に注力するなど、安心して子どもを産み育てられる環境づくり

を進めていただくことを期待しています。 

 新内閣が目指す社会像としている自助・共助・公助、そして絆という考え

方は、みえ県民力ビジョンに掲げる、自立し、行動する県民、アクティブ・

シチズンによる協創の三重づくりの視点とも通ずるものがあります。 

 コロナ禍を経て新たな道を創造していくためには、私たち地方も県民の皆

さんと共に自ら行動し、変革していく覚悟を持つ必要があります。 
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 新内閣においては、国民のために働く内閣として、私たち地方と共に全て

の国民の皆さんが輝ける、活力ある日本をつくり上げていただくことを期待

します。 

   〔47番 中森博文議員登壇〕 

○47番（中森博文） 御答弁ありがとうございました。 

 しっかりと地方政策にも取り組んでいただけるのを期待させていただきな

がら、早速、三重県からは、河野太郎行政改革担当大臣の直轄のチームに派

遣されましたし、そして、新たに平井デジタル改革担当大臣がデジタル庁を

発足すると、素早い行動がされておりますので、期待するところでございま

す。 

 さて、話は変わりますけれども、さきの代表質問の中で、中学生が将来な

りたい職業アンケートを紹介しました。ユーチューバー、プロｅスポーツプ

レーヤー、ゲームクリエーターでありました。 

 いかにＩＴ系に関心があるのかというのがここで分かるわけでありますけ

れども、先日、９月25日でしたか、三重県ｅスポーツ連合が県庁を訪れまし

て、知事に三重とこわか国体・大会の文化プログラムでの開催に向けての協

力の要請がございました。 

 知事は、国体でのｅスポーツ活用と産業として育てていく、両方やってい

くと、このように述べられたとお聞きしたわけでございまして、担当所管が

雇用経済部の創業支援・ＩＣＴ推進課となったそうでございまして、詳細は

所管委員会での議論とさせていただきたいと存じます。 

 今日は、教育委員会所管のＧＩＧＡスクール構想について御質問させて

いただきたいと思いますが、ＧＩＧＡというのは、３乗、６乗、９乗のギガ

ということではなしに、いわゆるギガバイトのギガではなく、グローバル・

アンド・イノベーション・ゲートウエー・フォー・オールという頭文字、

Ｇ・Ｉ・Ｇ・Ａの頭文字でＧＩＧＡということでございまして、意外とギ

ガっぽいかなと思うんですけれども。超スマート社会、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0

時代を生きる子どもたちに、誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化
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され、創造性を育む学びを実現するため、１人１台端末、いわゆる１人１台

パソコンと学校における高速通信ネットワークを整備する構想でございます。 

 単年度で1805億円の地方財政措置が講じられるなどのほか、新型コロナウ

イルス感染症対応として、１人１台パソコンの前倒し整備や、在宅、オンラ

インでの各種環境整備の必要性が高まったことから、ＧＩＧＡスクール構想

の加速による学びの保障として、令和元年度補正予算、そして令和２年度の

一般会計補正予算、総額、合わせますと4610億円が追加措置されたところで

ございます。 

 心配するのは、本県、整備が間に合うのかなということが私の気になると

ころでございまして、さらには専門的な知見を有する方々のお手伝いもして

いただく必要があるのではないかなと。 

 まずは、県立高等学校と小・中学校を分けて、県立高等学校のほうを質問

させていただき、今年度、無線ＬＡＮ環境とか、二つ目には、普通教室の電

子黒板機能つきのプロジェクター、三つ目には、読書端末ですね。 

 その現在の進捗をお聞きしたいのと、今後、もしまた臨時休業になった場

合のオンライン学習ができるような通信機能の整備、そしてＩＣＴ人材の活

用の検討について御所見をお伺いいたします。 

   〔木平芳定教育長登壇〕 

○教育長（木平芳定） 県立高等学校におけるＩＣＴ環境の整備などについて

御答弁申し上げます。 

 県立高等学校におけるＩＣＴ環境につきましては、令和２年度中に高校生

が使用する学習用情報端末、普通教室と特別教室、図書館、体育館への無線

ＬＡＮ環境の構築、普通教室への電子黒板機能つきプロジェクターの整備を

進めています。 

 現在、学習用情報端末は、９月末までに25校に配備し、10月末までに全て

の学校への配備が完了いたします。 

 無線ＬＡＮ環境と電子黒板機能つきプロジェクターは、現在、順次整備し

ており、いずれも来年２月末までに全ての学校で完了する予定です。 
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 家庭でのオンライン教育の実施に当たっては、家庭でパソコンやスマート

フォンを所有していない生徒にパソコンを貸与し、全ての生徒が参加できる

環境を整備いたしました。 

 こうしたオンラインによる学びが円滑に進むよう、各学校の教員が生徒に

家庭でオンライン授業を受ける方法を分かりやすく示すとともに、教員同士

がオンライン授業の進め方や内容について研究を進めました。 

 また、臨時休業中に自宅で過ごす時間が長くなっている生徒の心身の健康

や生活リズムが維持できますよう、運動、調理、読書、芸術などの在宅学習

用動画を作成し、オンラインで生徒に配信したところです。 

 次に、民間人材の活用につきましては、県内ＩＴ関連企業の技術者をＩＣＴ

支援員として県立高校に派遣しています。既に10校において生徒が理解しや

すい映像や音声などの動画編集、教材の作成技術に係る研修を実施し、今後、

さらに16校が12月までに研修を受け、年度末までに全ての県立高等学校で

ＩＣＴ支援員による支援を受けます。 

 県教育委員会といたしましては、全ての県立高等学校においてＩＣＴ機器

の整備が本年度中に終えられるよう、計画的に進めますとともに、各学校で

教科ごとにＩＣＴを活用した授業実践の研究を進めるなど、ＩＣＴを効果的

に活用した学びを実践するための取組を進めてまいります。 

   〔47番 中森博文議員登壇〕 

○47番（中森博文） 教育長、どうもありがとうございました。 

 順次進めていただきながら、活用のほうもよろしくお願い申し上げたいと

思います。 

 それでは、小・中学校のほうも心配なのでございますけれども、先日、９

月11日の報道でしたか、国からのＧＩＧＡスクール構想の進捗状況の全国調

査結果が発表されました。 

 政府が進める小・中学校への１人１台パソコンの配備で、全国1811自治体

のうち、８月末までに整備を終えたのが何と37自治体、２％にとどまったと。

さらに令和２年度内に全国で、三重県の１自治体を含む、名古屋市など、７
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自治体が完了しない可能性があると報道されたんですね。 

 そこで、小・中学校における１人１台パソコンの整備状況の進捗の御所見

をお伺いするのと同時に、家庭でのオンライン学習の環境整備、ＩＣＴ人材

の活用方策も加えて御答弁をいただければと思います。 

   〔木平芳定教育長登壇〕 

○教育長（木平芳定） 小・中学校におけます整備状況について御答弁申し上

げます。 

 県内の全ての市町では、１人１台端末をはじめとする教育ＩＣＴ環境の実

現に向けたＧＩＧＡスクール構想に係る国の補助金を活用し、１人１台端末

導入に向けた取組を進めています。 

 端末の整備につきましては、年内に５市町が、残りの市町も年度内には完

了する予定です。 

 家庭でのオンライン学習については、整備された端末を活用して実施する

こととしており、その際の通信環境については、22市町で国の補助金を活用

し、経済的に困難な家庭に対する対応を目的としたモバイルＷｉ－Ｆｉルー

ターの整備を進めています。 

 それ以外の市町については、通信可能なパソコン等を貸し出したり、学校

のパソコン室を活用したりして、通信環境が整っていない家庭に対する支援

を行う予定です。 

 民間人材の活用につきましては、県教育委員会では、効果的なＩＣＴ利活

用の在り方やセキュリティー面で助言をいただく民間企業等の人材を県内外

から公募いたしました。 

 10月１日に民間ＩＴ人材及び大学の研究員２名の方をアドバイザーとして

委嘱し、市町教育委員会の要望に応じ、セキュリティ対策、教育コンテンツ

の選定、オンライン教育や授業での効果的な活用について、専門的な支援を

行うこととしています。 

 このほか、桑名市、津市、名張市など、６市町では、国の事業を活用し、

ＩＣＴ関係企業ＯＢなど、ＩＣＴ技術者をＧＩＧＡスクールサポーターとし
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て配置し、学校における１人１台端末の初期設定などの支援を行うこととし

ています。 

 県教育委員会では、アドバイザーの派遣や９月から設置いたしました小中

学校におけるＩＣＴ教育推進連絡会議を活用しながら、全ての市町において

早期の端末整備とその効果的な活用が図られますよう、市町教育委員会の

ニーズや課題を丁寧に把握しながら、引き続き必要な支援に取り組んでまい

ります。 

   〔47番 中森博文議員登壇〕 

○47番（中森博文） どうもありがとうございました。 

 心配することはないというように受け止めました。 

 先日、地元の校長会が、恒例の要望活動に来ていただきまして、私から

ちょっとお聞きしたんですけれども、現場の先生方が一番迷いというか、戸

惑いがあったりしながらも、しっかりそういうサポートをしていただければ

できるのかなと、こんなお話もいただきましたので、ぜひともこの機会に

ＧＩＧＡスクール構想が地道に定着していただくように、よろしくお願い申

し上げたいと思います。 

 それから、この三重県の予算が、２月補正、県立学校の無線ＬＡＮ12億円、

それから電子黒板で９億9000万円ですか、さらに４月補正で１億円、足すと

十数億円から二十数億円になるんですかね。これもちょっとギガっぽいです

ね、金額が10億単位ですので。それは余談ですけれども、しっかりとこれを

活用していただければと思うところでございます。 

 さて、話は変わりますけれども、国において新・担い手三法の制定案、公

共工事の品質確保の促進に関する法律の改正、公共工事に関する一層適正な

維持管理や担い手育成の重要性が示されました。 

 また、防災・減災、国土強靱化対策を一層進める中で、地域の建設業や建

設労働者は、地域の守り手として重要な役割を担っておられます。 

 次世代の建設業を担う後継者を育成するためには、若者が建設業に魅力を

持って入職できるような賃金・労働環境の整備が急務となっております。我
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が伊賀地域におきましては、伊賀白鳳高校に新設されました建築デザイン科

から、再来年ですか、いよいよ卒業生が出されるわけでございまして、建設

産業職場や建設現場においては、インターンシップの受入れに御協力をいた

だいているところでございまして、また、就職に関しましても地域の受皿と

してのお願いもさせていただいているところでございます。 

 一方、三重県では、この４月に新たに働き方改革の視点を加えた第三次三

重県建設産業活性化プランを策定されました。プランの中では、労働者の賃

金実態調査など、担い手確保や労働環境改善の取組がうたわれてございます。 

 そこで、新しい三重県建設産業活性化プランにおいて、担い手確保や労働

環境の改善の取組について、御当局の所見をお伺いするところでございます。 

 続きまして、街路樹剪定業務における入札の改善について質問させていた

だきたいと存じます。（パネルを示す）パネルを御覧ください。 

 これは、示すまでもなく、左手が着工前でございまして、右手が完了後と

いうことでございます。 

 ここは、某、某って伊賀市の車坂というところですね。なかなか有名な通

りでございまして、ここの見通しがいいほうがいいのか、やはり景観が大事

なのかというところは、地域の方々の思いは多少あろうかと思いますけれど

も、現実はこういう状態になってございます。 

 この評価というのは、考えようか分かりませんけれども、街路樹というこ

とは、やはり景観がちょっととかいうことも大事なんですけれども、見通し

が悪いからとか、落ち葉が多くてかなわんなとかいうのは、道路管理者がそ

ういうのを管理した上で結果はこうなったのかなと、このように思うところ

なんですけれども、やはり本来の剪定として発注したものは剪定すべきであ

ると私は思ってございまして、美しい街路樹を守り育てていく共通認識を持

つべきではないかなと。 

 そこで、街路樹の景観、樹木保護の観点から、ぶつ切りをなくし、自然樹

形剪定が行われるよう、街路樹管理者の意識改革とともに、剪定に係る入札

には、技術的評価や出来栄え評価が加味されることが重要と考えます。 
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 以上、御当局の御所見をお伺いします。 

   〔真弓明光県土整備部理事登壇〕 

○県土整備部理事（真弓明光） まず、担い手確保や労働環境の改善への取組

についてお答えさせていただきます。 

 地域の建設業は、県民生活に必要不可欠な社会資本の整備・維持修繕はも

とより、災害時における安全・安心の確保や地域における雇用の確保など、

重要な役割を担っています。 

 県としては、本年３月に策定しました第三次三重県建設産業活性化プラン

に基づき、建設業の最優先課題である担い手確保の取組や長時間労働の是正、

労働者の処遇改善などの労働環境改善の取組を進めているところでございま

す。 

 担い手確保の取組として、県では、建設企業と教育機関の連携によるイン

ターンシップや出前講座を支援するとともに、小・中学生を対象とした建設

現場の見学会や建設企業の女性技術者と女子学生との交流会を開催するなど、

建設業の魅力発信に継続的に取り組んでおります。 

 次に、労働環境改善の取組として、若者の入職や定着には休日の確保が必

要なことから、週休２日制工事を試行しており、試行対象工事を段階的に拡

大するとともに、市町に対しても週休２日制工事の導入を要請しているとこ

ろでございます。 

 また、適正な下請契約の促進に取り組むとともに、労働者の処遇改善の観

点から、技能労働者の賃金の実態について調査を進めていくこととしており

ます。今後も担い手確保や労働環境改善の取組を建設関係団体との意見交換

も行いながら、着実に進めてまいります。 

 次に、街路樹剪定業務における入札の改善についてお答えさせていただき

ます。 

 県管理道路においては、多くの街路樹が限られた敷地内に植樹されており

ます。このため、通行車両や歩行者などに対する安全確保の観点や落ち葉な

どの周辺環境対策の観点から、落葉樹は毎年、常緑樹は隔年を基本に、街路
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樹剪定を実施しております。 

 街路樹は、道路の景観形成に一定の役割を担っていることから、県では街

路樹剪定業務を担当する建設事務所職員に剪定に係る研修を受講させるなど、

職員の育成に努めております。 

 現在、街路樹剪定業務の発注においては、造園工事業登録業者を対象に、

企業の完成工事高全体の50％以上を造園工事が占めることを企業要件として

設定するなど、一定の専門性、技術力を持った業者を選定しているところで

ございます。 

 道路空間の維持管理については、御指摘のように、街路樹の剪定をどうす

るかという問題のほか、繁茂している草木をどうするか、民地からはみ出し

ている樹木をどうするかなど、様々な観点があります。 

 その中で景観に配慮した街路樹の剪定については、観光地やにぎわいを創

出する道路など、めり張りをつけて実施していく必要がございます。 

 景観形成が必要な道路に対する樹木剪定については、今後、他の自治体の

取組状況も参考にしながら、街路樹剪定士等の有資格者の活用も含め、検討

していきたいと考えております。 

   〔47番 中森博文議員登壇〕 

○47番（中森博文） ありがとうございました。 

 せっかくの街路樹をみんなが親しむような、また、落ち葉もいいなと、こ

のような景観もやはり必要ではないかなと、このように思うところでござい

まして、県の津庁舎、あそこもまた、皆さん、機会があったら見事な剪定後

の様子が分かると思いますけれども、そういうところをしっかりと取り組ん

でいってほしいなと改めて申し上げるところでございます。 

 続きまして、私はかねてより、公共工事の品質確保の促進に関する法律、

いわゆる品確法が改正されて、いろんな質問をさせていただきました。防火

区画であったり、防火設備であったりということでございますけれども、今

回は、県有施設の維持管理に関する入札の改善でございます。 

 また、維持管理につきましても、たびたび質問させていただきました。ビ
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ル管理の関係する方々からいろんな御提案もいただき、よりよい施設管理を

目指すということであったり、さらには団体として障がい者雇用にしっかり

と取り組んだり、いろんな貢献をしていただいているわけであります。 

 その技術評価と価格評価が１対１というのは、今までそうだったんですけ

れども、さらには社会的評価も加えてほしいと、このような要望もいただい

たわけなんですけれども、制度来の設計を変更するというのは、なかなか、

事、簡単にいかないということは、今までもそのように理解しているところ

でございますが、この１対１というところをしっかりと技術評価を加味する

ことが重要な内容については、そのことを排除すべきではないかなと、この

ようにも改めて思うところでございます。 

 改正品確法の趣旨にのっとりまして、適切に点検、診断、維持、修繕等が

実施できるよう努めなければならないと法律に記載されているとおり、県有

施設の維持管理、入札、契約が価格偏重やダンピング受注により適正な維持

管理ができる建物を利用者が安心・安全、衛生環境の確保が、いわゆる建物

保全が図られない事態は避けなければなりません。 

 そこで、改めて県有施設における清掃・警備業務の委託料に係る総合評価

一般競争入札では、現在の価格評価点と技術評価点の比率を１対１としてご

ざいますが、品確法の趣旨を鑑み、品質確保の観点から、技術評価の割合を

上げることはできないか、改めて御当局の御所見をお伺いします。 

   〔森 靖洋会計管理者兼出納局長登壇〕 

○会計管理者兼出納局長（森 靖洋） それでは、県有施設における清掃・警

備業務の入札について御答弁を申し上げます。 

 清掃・警備業務に係る総合評価一般競争入札においては、地方自治法施行

令第167条の10の２の規定に基づき、価格評価点と技術評価点により落札者

を決定しており、その割合は議員のおっしゃるとおり、現在１対１というふ

うになっております。 

 昨年改正されました公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品

確法では、公共工事の目的物の維持管理を行う場合は、その品質が将来にわ
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たり確保されるよう、維持管理の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮し

つつ、維持、修繕等を実施するよう努めることが規定されました。 

 そこで、品確法の改正に伴い、清掃・警備業務に係る総合評価一般競争入

札の評価項目においては、品確法の改正趣旨である人材の育成や品質の確保

などを踏まえた技術評価項目の設定を新たに行うとともに、評価点の見直し

を行うことにより、価格評価点よりも技術評価点の割合を上げる方向で改正

の検討を進めております。 

   〔47番 中森博文議員登壇〕 

○47番（中森博文） ありがとうございます。 

 やはり技術評価点を、施設の維持管理など、人件費がほとんどなんですね。 

 価格というのは、かかる工数というんですか、人件費というのは、必ず量

が必要ですので、そう特別安くしたりするのはできないんですね。人件費と

いうのは、もうほとんど一定額しかできないと。 

 やはり技術点が、ここは維持管理の見せどころといいますか、評価のしど

ころというところを評価していただくのは非常のありがたいなと。風穴を開

けていただきながら、今後、内容については、またお示しをいただければと

思います。 

 続きまして、昨年の代表質問では、国の登録有形文化財のヘリテージカー

ド、文化財のカードを出しながら紹介させていただいたところでございまし

て、今回は、それをまとめて、三重県建築士会が主催していただきまして、

教育委員会の御後援ということでございます、各地域で国登録有形文化財の

三重の建造物パネル展、このようなことで、今、展開、進めていただいてご

ざいまして、この御覧の表のとおり、既に開催したところもございますが、

明日からは、地元、ハイトピア伊賀で開催されますので、ぜひともお近くの

方は御覧いただければと思います。 

 これはＰＲでございまして、地域に親しまれ、時代の特色を表す、再び造

ることのできない建造物は、貴重な文化財でございます。 

 さて、三重県の指定有形文化財がございますけれども、上野高校旧管理棟
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ほか耐震改修工事ですけれども、予定価格２億7737万9300円におきまして、

去る８月25日に入札が行われました。が、応札者がないと。誰も応じてくれ

なかったという結果でございます。 

 （パネルを示す）これが対象となる建物でございますが、この旧三重県第

三尋常中学校校舎は、明治33年に建築されまして、平成元年に三重県が指定

有形文化財に御指定されている建物でございます。 

 ところで、今から50年前となるのでしょうけれども、私が若かりし、母校、

上野高校に入学したときが、たしか70周年でございまして、ということは、

今、足し算すると、現在120歳と、すばらしい建物でございます。 

 話はそれましたけれども、元へ戻して、そこでこのような文化財の改修工

事は、既設の建築仕上げ材、瓦とか壁の板とか床の板とか、これを限りなく

保存した上で改修するということですね。通常の改修工事以上に手間がかか

ると。 

 それらを考慮した積算をしていただくことはもちろん十分なんですけれど

も、受注者と発注者で積算上の認識に差異が生じては、やはりいけないので

はないかなと。発注方法等に工夫を凝らしていただきながら対応していただ

きたいなと。御当局の御所見をお伺いします。 

   〔真弓明光県土整備部理事登壇〕 

○県土整備部理事（真弓明光） 文化財等の改修における入札の改善について

お答えさせていただきます。 

 文化財を扱う改修工事については、文化的価値のある既設材料を再利用す

るため、できる限り損傷しないよう、慎重に工事を進める必要があります。 

 例えば瓦や外壁などの改修にあっては、風雨の影響を最小限に抑えるため、

建物全体を覆う屋根つきの仮設建築物が必要となったり、基礎部分の耐震改

修にあっては、床材を一旦取り外して、基礎の耐震補強を行った後、取り外

した床材を再度取り付ける必要がございます。さらに、一旦取り外した床材

などの既設材料を風雨の影響を受けないように一時保管する仮設倉庫も必要

となります。 



－1448－ 

 県では、文化財の改修に際し、既設材料の取り外しと再取付けに係る手間

や、仮設建築物を考慮した上で設計積算を行っているところでございますが、

今回の入札において応札者がなかったのは、発注者の設計積算の考え方を入

札参加者に丁寧に伝えることができなかったことが原因でもあると考えてお

ります。 

 今後の発注に際しては、入札参加者と発注者との間で積算上の認識に差異

が生じないよう、特記仕様書や図面に既設材料の取り外しと再取付けなどを

明示した工事手順や仮設建築物の設置期間をより一層分かりやすく表示する

など、さらなる配慮に努めてまいります。 

   〔47番 中森博文議員登壇〕 

○47番（中森博文） 最近、入札の公告というのは、こういうソフトで出した

り、現場説明会というのは、昔、実はあったんです。現場説明会といえども、

部屋で説明しているというのが最近あった。しかし、今はもういわゆるデー

タで送ってしまうというと、なかなか真意が伝わらないことがあるんです。 

 現場でやはり立ち会って、質問を受ける。この瓦はどうすると、このくぎ

は何で外すの、バールを使うのかな、いやいやこれではしない、損耗します

ねとか、いろんなことを理解した上で応札者が応札をする。そのようなこと

でないといけないのじゃないかなと思うんです。 

 今後、いろんなことが発生します。先日、紀伊半島３県の会議がございま

して、私も参加させていただきました。和歌山県ですけれども、あそこ、昔

の議事堂が幸いにも残っておったと。戦災を免れて残っておったと。その施

設を見せていただきました。 

 これは、耐震改修は、木も古い木から損傷を切って、新しい木をつないだ

と。明らかに新しい木と古い木はありますけれども、この上が古いところで

すよと、ここは入れ替えましたと。これも堂々と文化財として価値があるか

なというふうに思いましたし、さらには、無理せずにそっと上げて、本庁舎

みたいにいわゆる免震のほうにシフトするとか、耐震に力を入れて頑張ると

いう、耐震ということも大事ですけれども、免震という形もいろんな工法が
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あろうかなと思います。 

 いろんな手だてをしながら、要するに発注者と受注者の意見交換を現場で

していただくような積極的な取組が応札者がいないという事態を防げるので

はないか、このように思いましたので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

 話、変わりますけれども、いよいよ三重とこわか国体・三重とこわか大会

が、来年開催が決着して、残すところあと１年となりました。 

 私は、３月の予算決算常任委員会の総括質疑でそれに触れまして、開催の

準備事業でありますリハーサル大会などの質問をさせていただきましたけれ

ども、残念ながら予定されておりましたリハーサル大会が次々と中止や延期

を余儀なくされたわけであります。 

 開催予定の各市町や各競技団体は、不安になっているとお聞きしていると

ころでございまして、私の地元では、ホッケー競技や弓道競技など、その対

策に苦慮しているところでございます。また、私自身が関係する剣道競技に

おいても臨時理事会を開くなど、その対策を相談しているところでございま

す。 

 それはどういうことかといいますと、いわゆる３密対策の消毒とかマスク

とかいうの、これはもう当然のことなので、議論するまでもないんですけれ

ども、やはり競技というのは、入場者を制限したり、それから時間短縮のた

めに開会式とか閉会式、表彰式等をどのようにしたらいいかとか、それぞれ

工夫するための意見があるんですけれども、この競技だけは４位まででいい

と、表彰は。あとは伝達でいいのと違うかとかということ。でも、いやいや、

昔は８位まで来てもうたということで、そうするとまた密になるとか、そん

なことがあったり、話をしていました。 

 そうすると、いやいや、剣道はとかいって、よその県から見て、４位まで

しか表彰してくれませんのか、あそこでと、こういうようなことがあったり、

そういうばらつきがあってはいけないのかなというところがありまして、や

はりきちっとした対応が必要ではないかなということでございますけれども、
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今、既に昨日までですか、各市町を対象にいろんな共通するところのガイド

ラインの作成のための意見交換をしているところでございまして、しっかり

と取り組んでいただいてます。 

 共通でされるところと、それぞれの種目協会によって中央と相談しなく

ちゃいけないようなこともありますので。その点、やはりそこは、とりわけ

三重とこわか国体において、競技会運営、開催県であります三重県として、

コロナ禍における競技会運営指針というのですか、ガイドラインについて、

今後の進め方など、御当局の御所見をお伺いします。 

   〔辻󠄀 日出夫地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局長登壇〕 

○地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局長（辻󠄀 日出夫） 国体競技会

運営におけます県ガイドライン作成の取組状況についての御質問でございま

した。 

 両大会の競技会開催に当たりましては、コロナ禍にある中、選手をはじめ、

参加者全ての命・健康の安全を最優先に進めていく必要があります。 

 このため、県では、去る７月に会場地市町及び競技団体に対して説明会を

開催し、日本スポーツ協会等が作成しますスポーツイベントの再開に向けた

感染拡大予防ガイドライン等に基づきながら、会場整備や選手・来場者の受

付、誘導といった運営全般にわたるコロナ対策とともに、対策の実施に伴い

負担が増えることも想定されますので、競技会運営面において、できる限り

合理的な費用の範囲で、３密を避けるなどの工夫についても検討をお願いし

たところでございます。 

 一方、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、会場地市町から

は、中央競技団体のガイドラインも参考にすると、幾つかの点で違いがあり、

どれを優先すればよいのか分からないとか、先ほど議員からも御紹介いただ

きましたように、思い切った合理化など、運用上の工夫をすることで、か

えって各市町間、競技間で大きなばらつきが出てしまうのではないかなど、

不安の声をいただいています。 

 こうしたことから、県では、いずれの競技におきましても実施することが
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望ましい標準的な内容を記載しました国体競技会における三重県ガイドライ

ン、仮称ではございますが、こちらの作成に取り組んでいるところです。 

 このガイドラインは、会場地市町や競技団体が具体的な新型コロナウイル

ス感染症対策を検討するに当たって、日本スポーツ協会などのガイドライン

だけではその実施範囲が必要十分かどうか確信が持てない場合や、競技会運

営の簡素化との両立が難しい場合などに合理的な判断のよりどころをお示し

するものです。 

 ガイドラインを活用していただきますことで、会場地市町、競技団体が新

型コロナウイルス感染症対策も含めた競技会の運営準備を円滑に進められる

よう、支援していきたいと考えております。また、今後も市町等から個別具

体の御相談があれば、引き続き対応してまいりたいと考えております。 

 現在作成中のガイドラインでございますが、議員がおっしゃっていただき

ましたように、先月末から昨日まで市町意見交換会を開催いたしまして、素

案に対する意見をお聞きしたところです。いただいた御意見を参考にしなが

ら、10月下旬には改めて市町、競技団体、併せた合同説明会を開催し、修正

案をお示ししていきたいと考えています。 

 また、あわせまして、日本スポーツ協会とも十分調整していくほか、東京

2020オリンピック・パラリンピックの新型コロナウイルス感染症対策につき

ましても情報収集に努め、国体・大会への採用も検討していきたいと考えて

おります。 

 いずれにしましても、最終的には11月の完成をめどに、実効性が高く、会

場市町などが活用しやすいガイドラインとなりますよう、取り組んでまいり

たいと思っております。 

   〔47番 中森博文議員登壇〕 

○47番（中森博文） ありがとうございます。 

 恐らく競技団体によって多少検討する中身が微妙なところがあるんでしょ

うけれども、試合そのもののことについては競技団体が、例えば私どもの剣

道の例を挙げますと、いわゆるつばぜり合いというんですか、密接になるつ
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ばぜり合いから離れる、分かれる、自ら積極的に力で離れましょうという新

しいルールというまでもないんですけれども、審判の先生が分かれさすと、

積極的に分かれる、このような指示もしなくてはいけないし、選手自身も

寄って大きな声を出すよりも離れて払いましょうと、このように選手を指導

していかなくちゃいけないと。こんなことがコロナ禍における、例えば剣道

競技なのであります。 

 これは柔道はどうするか、いろんなほかの種目はどうされるかは知りませ

んけれども、スポーツ協会でできることはしっかりとやっていこうと。しか

し、市町で会場運営する地域においては、やれることをやっていこうと。そ

こで県がいろんなところを取り持つというんですか、うまくやっていただく

のが県の役割ではないかなと。よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、最後の質問になりますけれども、伊賀地域の幹線道路の整備促

進について質問させていただきたいと存じます。 

 （パネルを示す）まずは、パネルを御覧いただければと思うんですが、二

つ用意しております。 

 まず、一つ目が、このようなものでございまして、上が伊賀市ですね。こ

れが、名阪国道が通ってございまして、この真ん中は国道368号、今、４車

線化工事をしているところでございまして、この下のほうが名張市でござい

ます。それぞれ工区が分かれておりまして、伊賀市側、名張市側というとこ

ろでございます。 

 後で説明する国道368号の上長瀬工区というのは、次のパネルで御紹介し

ますけれども、上笠間八幡名張線というのは、この横にありまして、ちょっ

と見にくいですけれども、奈良県へ渡る上笠間方面へ行く、この西側へ行く

道がここに当たるんです。 

 そんなところを念頭に置いていただきながら、質問に入りたいと思います。 

 言うまでもなく、国道368号の４車線化は、伊賀地域にとって産業、経済

に重要な物流の道であります。また、観光振興の大切なおもてなしの道であ

ります。救急輪番制による救急車が毎日通りまして、大きな災害時には救援
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物資の通る緊急輸送道路としての命の道であると、こう訴えて続けてまいり

ました。 

 こうした中、昨年11月、名張市内においては、初めて供用が開始されたと

ころでございます。感謝を申し上げたいと思います。 

 そこで、国道368号の４車線化の大内拡幅工区、伊賀名張拡幅工区につい

て、今後の進捗について御所見をお伺いしたいと。 

 続きまして、これがその南側なんですけどね。（パネルを示す）これが名

張市の国道165号との交差点、国道368号、先ほどのところ。さらに南へ行く

と、ここは太郎生ですので、上長瀬工区というのは、津市美杉町太郎生地区

に続くこの辺りが上長瀬工区でございます。 

 整備を進めていただいているところでございますが、あと、橋を２本かけ

なくてはいけないというような予定でございまして、この点につきましても

進捗をお聞きするところでございまして、先日、７月８日でしたか、津市美

杉町太郎生地区から国道368号上長瀬工区道路改良事業推進について、伊賀

建設事務所に要望されたわけであります。青木、今井両議員と共々同席させ

ていただきまして、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 続きまして、一般県道、先ほどお示ししました上笠間八幡名張線の進捗に

ついてお伺いいたします。 

 この道路は、奈良県宇陀市から名張市薦生地区を経由して、国道368号を

結び、名張市、伊賀市中心街へ通じる生活道路であると同時に、八幡工業団

地へのアクセス道路でもあります。また、名阪国道の代替道路としての役割

もございまして、重要幹線道路となってございます。 

 しかし、薦生区内というのですか、通学路にも指定されているものの幅員

が狭く、危険な箇所も多く、大型車は対向できない。このようなところでご

ざいまして、さらには、平成12年に地元伊賀南部環境衛生組合が伊賀南部浄

化センターに関わる施設の操業期間の延伸の協定を締結した時点から、要望

事業となってございます。名張市からも重要課題として位置づけられ、強く

要望を受けているところでございます。 
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 一方、去る５月21日に地元薦生地区並びに薦原地域振興協議会から伊賀建

設事務所のほうに要望活動がございました。進捗のお願いがあったわけであ

りますけれども、事業推進に拍車がかけられたと、このように感じていると

ころでございます。 

 そうした中、当該用地買収や立ち退き補償など、関係者の理解が進んでき

ているところでございます。そこで、一般県道上笠間八幡名張線について、

今後の進捗について当局の御所見をお伺いします。 

   〔水野宏治県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（水野宏治） まず、１点目の国道368号の整備状況について

お答えさせていただきます。 

 大内拡幅工区につきましては、平成28年に約1.6キロメートルの４車線化

が完成しております。さらに、その北の約0.6キロメートルについて、今年

度末に完成する予定でございます。さらにその北側の約1.1キロメートルに

ついて、来年度、４車線化が完成する予定でございます。 

 続きまして、伊賀名張拡幅工区につきましては、名張市内において特に渋

滞の著しい桔梗が丘駅周辺の0.6キロメートルについて、昨年11月に４車線

化が完成しております。引き続き、その北側約0.9キロメートルの整備を進

め、来年度には完成する予定でございます。 

 続きまして、上長瀬工区でございます。 

 この工区につきましては、道路の幅員が約５メートルと狭く、車両の擦れ

違いが困難でございますので、約２キロメートルの区間で道路改良を進めて

おります。これまでに新布瀬橋を含む1.1キロメートルの整備が完成してお

り、現在進めている旧橋の撤去工事については、今年度末に完了する予定で

す。また、昭和橋について早期に工事着手できるよう、設計等の準備を進め

てまいります。 

 続きまして、２点目の上笠間八幡名張線の進捗についてお答えさせていた

だきます。 

 この道路については、名張市の薦生と八幡地内の人家が密集する区間につ



－1455－ 

いては、八幡工業団地の通勤ルートや小学校への通学路になってございます

が、幅員が狭く、安全で円滑な交通が確保されていないため、約１キロメー

トルの区間についてバイパス整備に取り組んでいるところでございます。 

 特に幅員が狭い西側の約120メートルについて、早期に工事が着手できる

よう、現在、用地取得及び建物補償のための交渉等を伊賀建設事務所の所長

が自ら先頭に立って精力的に進めているところでございます。 

 いずれにしましても、道路の整備促進のためには、地元の用地の御協力が

不可欠でございます。名張市や伊賀市と連携しながら、一日も早い完成に向

けて取り組んでまいります。 

   〔47番 中森博文議員登壇〕 

○47番（中森博文） 御答弁、ありがとうございます。 

 力強い御答弁だったというふうに理解しました。 

 国道368号の４車線化においては、順次、供用開始が進めていただけるも

のと思います。 

 名張市の住民は、結構伊賀市への通勤者が増えてございまして、逆に伊賀

市の方からも名張市のほうに、今、いわゆるお買物とか食事に来ていただく

人が多いというか、そんな交流が今、急速に発展しているのかなと思います。 

 拠点病院の工事が進んでございまして、それが完成する運びになれば、さ

らにその命の道との役割が大きくなるのではないかなと、このように思って

いるところでございまして、その時期に合わせた要所要所の供用開始が求め

られるのではないかなと、このように思っているところでございます。 

 また、上笠間八幡名張線につきましては、非常に地元の区長をはじめ、地

域の方々の積極的な御協力をいただきまして、先日もお話を聞かせていただ

いたら、これは地域を挙げて取り組むと。そして、みんなでこの道の建設に

協力していこうと、このような機運を高めていただいているところでござい

ます。そういう意味からも、県のさらなる積極的な取組を重ねてお願いさせ

ていただきたいと思います。 

 あと、地域にはたくさんの道もあります。上野名張線であったり、いろん
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な道がございますけれども、順次工事を進めていただきながら、地域の生活

道路、また、いろんな渋滞緩和に努めていただいているところでございます。 

 引き続き、道路建設、道路改良によろしくお願い申し上げながら、今朝も

通りましたら、ライン引きもしていただいておりました。そうやって地域の

方々に親しまれる、愛される道路形状に、また、街路樹もきれいにしていた

だきますようにお願いするところでございます。 

 ここでさらに質問を続けますと時間がありませんので、今日は、テーマが

ＧＩＧＡで来たんですね、ＧＩＧＡで。これ、伊賀構想かって、ＧＩＧＡ構

想やでと、違うということを言うたくらい、伊賀の方からすれば、ＧＩＧＡ

構想も伊賀構想も重要やなと、こんなことが言われるのではないかなと思う

んです。 

 本当にキロとか、そういう単位ですけど、そのギガというのと、最近どこ

でも、今はちょっと新型コロナウイルス感染症で大変ですけれども、大盛り

とかメガ盛りとか、ギガ盛りにどうしてもイメージが走ってしまいまして、

そんなことが気になるところでございますけれども、10億分の１がナノだそ

うですね。10の９乗分の１ということですけれども、ここらでそろそろ一句

を申し上げなくてはいけないということと、時間が参りました。 

 ちょっと評価は分かれるか分かりませんけれども、期待してください。 

 コロナ禍も10億円はギガナノ禍も。ちょっとこれ、滑りましたか。 

 もう一つ作ったんですけれども、もう一句は、コロナ禍でスーパーシティ

とギガナノ禍。これのほうがいいかなと思いまして、お後がよろしいようで、

どうもありがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○副議長（服部富男） 暫時休憩いたします。 

 

午後２時11分休憩 
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午後２時20分開議 

 

開          議 

○副議長（服部富男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○副議長（服部富男） 県政に対する質問を継続いたします。43番 中村進一

議員。 

   〔43番 中村進一議員登壇・拍手〕 

○43番（中村進一） 伊勢市選挙区、新政みえの中村進一であります。 

 昨日も新型コロナウイルス、14名の感染者が出てまいりました。中学生か

ら高校生、そして高齢者の方まで幅広く、クラスターも起こっております。

勢力が止まらない大変な状況だというふうに思っております。 

 こうした状況の中で、執行部も本当に汗をかいていただいております。

我々議員も一体となって対応していかなきゃならない、そんな思いを込めな

がら、通告に従いまして、今議会最後の一般質問をさせていただきたいと思

います。 

 コロナ禍で、観光産業をどう守るか、質問させてもらいます。 

 コロナ禍の中で、中小零細企業、大変大きな影響を、今、受けております。

全国的には、新型コロナウイルス感染症関連の倒産が、９月11日現在で474

件に達したという報道がありました。雇用対策や非正規で働く皆さんへの影

響も大変心配であります。 

 そういった中で、新政みえは、先般、中小企業団体中央会の方、そしてま

た、商工会議所の代表の方から、こういった中小零細企業の方々の実態につ

いていろいろ聞かせていただきました。皆さん、様々な資金繰りの制度、あ

るいは持続化給付金等、その支援策で、今、生き延びておる、何とか持ちこ

たえておるというお話でございました。倒産は、と聞かせてもらいましたら、

目立ってはいないけれども、このままでいくと廃業を検討していくところも
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あるんだ、そんな話もございました。 

 そんな中で、三重県の主要産業であり、伊勢志摩をはじめ南部の活性化の

要であります観光産業は、コロナ禍の当初から大変厳しい影響を受けてきて

おります。 

 ９月18日に、観光庁が発表いたしました旅行・観光消費動向調査の速報に

よりますと、2020年４月から６月期における状況は、昨年に比べまして

83.3％の減だと、そのうちの宿泊旅行消費額、これは何と85.4％も減少して

いる。もうほとんどないという状況になってきております。 

 私も、地元の事業者の皆さんから、どうなんだと聞かせてもらいましたら、

もう戻らんのやないか、とにかく頑張って続けていくしかない、そんな切実

な声を聞かせていただいております。 

 観光産業は、御案内のとおり、旅行業、宿泊業、飲食業にとどまらず、農

林水産業、製造業、建設業など大変裾野が広くなってきております。その分、

経済的な波及効果、雇用に対する影響は大きいというふうに思っております。 

 ２点聞かせていただきます。 

 まずは、コロナ禍において、地域経済を支えるこの観光産業を守るために、

県はどのような取組を、今、行っているのかお聞かせください。 

 次に、コロナ禍で打撃を受けた観光産業、これからどのように回復、振興

するのか。今、私の地元伊勢志摩を見る限り、少し回復しているようには見

えるんですね。９月の４連休、いわゆるシルバーウイークには、全国の観光

地にたくさんの観光客が訪れました。伊勢神宮とその周辺にも渋滞ができる

ほど、県外から多くの観光客が訪れております。 

 ９月27日の秋晴れ、私も、朝熊山の伊勢志摩スカイラインが、結構、人が

入っているということだったので行きました。（パネルを示す）これ、伊勢

志摩スカイラインから、伊勢市の方向を見た図であります。秋晴れなんで非

常にすばらしい景色でありました。そして、（パネルを示す）こちらは、鳥

羽市のほうを見たところです。手前が菅島で奥のほうに知多半島が見えて、

その間に、神島も見えますし、答志島等も左側のほうにずっと、これが
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ずーっと360度すごいいい景色でございます。これを見ていただきましたの

は、本当にこんなにすばらしい宝が、この伊勢志摩にはあるんだということ

を見ていただいたということと、やはりバイクとか、それからドライバーの

方々がたくさんお見えになっておりました。私が行って、初めてぐらいたく

さんの方だというふうに思いますが、やはり３密を避ける、そんな思いも

あったんじゃないかなというふうに思います。 

 しかし、今、訪れる方も、受け入れる観光業者の方も、新型コロナウイル

ス感染症におびえながら、ブレーキとアクセルを交互に踏み込んでいる、そ

んな状態じゃないかなというふうに思っております。この状況は、恐らく、

治療薬やワクチンが開発されるまで、しばらく続くのではないか、そんな思

いを持っているところでございます。 

 修学旅行の影響は、大きいところには随分出てきているようでございます

が、やはり小さな民宿など、こういったところにはなかなか行き渡っていな

いのではないかという声があります。 

 おはらい町でも、土産物屋がなかなか出ていかないという声もございます。

今、新しいコロナ後の状況も踏まえまして、新型コロナウイルス感染症によ

る大きな打撃を受けている観光産業の振興について、どのような取組をして

いるのか、まず、この２点について、お伺いしたいと思います。よろしくお

願いします。 

   〔河口瑞子雇用経済部観光局長登壇〕 

○雇用経済部観光局長（河口瑞子） 新型コロナウイルス感染症により、大き

な打撃を受けている観光産業を守るため、現在どのような取組を行い、今後

どう取り組んでいくのかについて、お答え申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、甚大な影響を受けている観光産

業の再生は、本県にとって喫緊の課題であり、まず、安全・安心な観光地づ

くりが重要です。 

 県として、県内観光事業者向けガイドラインの手引を策定し、ガイドライ

ンに基づく感染防止対策の徹底を、県内事業者の皆様と共に取り組んでいる
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ところです。 

 観光地の安全・安心対策の徹底を前提に、観光地の中核を担う宿泊施設の

利用を促進し、旅行需要の早期回復に向けて、県民限定の三重県独自の宿泊

割引クーポン、みえ旅プレミアム旅行券を発行しました。７月から８月にか

け、合計４万1800枚を発行し、配布直後に発行が終了するなど、大変好調で、

インターネット旅行事業者の調査では、県内宿泊実績が、６月の対前年比

55.2％が、８月には77.3％まで回復し、客単価も６月の対前年比94.7％が、

８月には117.9％に増加するなど、旅行需要の喚起につながっています。 

 また、旅行券利用者の宿泊予約は、８月が28.3％、９月が31.2％、10月が

31.4％と分散し、旅行需要の平準化にもつながっています。 

 宿泊事業者の方々からは、旅行券で久しぶりに満室になった、平日にも多

くの予約が入っているなどの声もいただいており、県民の皆様に御利用いた

だいていることに感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 さらに、旅行者の周遊を促進するために、７月22日から、県内体験施設の

利用代金を、半額割り引くクーポン事業を実施し、開始から２か月で、体験

プログラムの予約件数が4000件を超え、利用者から、子どもたちと初めての

体験参加ですが、またここに来たいなど、満足の声が寄せられています。 

 本事業は、観光再生に向けた成功事例として、今月７日に、民間事業者主

催の自治体・ＤＭＯ関係者を対象としたセミナーで、知事から取組内容を発

表することとなっています。 

 また、８月22日から実施しています高速道路ドライブプランでは、近隣府

県在住者が利用者の67.1％を占めるなど、東海・関西圏からの来県も増加し、

好調に推移しており、体験利用割引クーポン事業や高速道路ドライブプラン

の実施が、旅行者の県内周遊の促進につながっています。 

 これらに加えまして、９月１日からは、みえ旅プレミアムキャンペーンを

展開し、宿泊施設の継続的な利用促進に向けたみえ得トラベルクーポンを発

行するなど、県内周遊のさらなる促進や観光消費額の拡大に取り組んでいま

す。特に、答えてラッキー！スマホでみえ得キャンペーンでは、９月から
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キャンペーン参加者が急増し、１か月で4000人を超える方々に新たに参加い

ただくなど、７月以降に取り組んできた各事業の効果が着実に現れてきてい

ます。 

 この取組を一過性に終わらせないために、旅行者や事業者の生の声を、地

域と一体となって、今後の地域資源の磨き上げや受入体制の充実に生かして

いきます。 

 さらに、地域観光産業が有する構造的な課題の解決に向けて、株式会社地

域経済活性化支援機構、ＲＥＶＩＣと連携し、モデル事業を鳥羽市相差エリ

アで取り組み、安全・安心な観光地づくりの実現との両輪で、県内観光産業

の再生や地域経済の活性化につながるよう取り組んでまいります。 

   〔43番 中村進一議員登壇〕 

○43番（中村進一） 答弁をいただきました。 

 新しい持続的な政策がその中にどれぐらい入っているのか、ちょっとまた、

後ほど吟味をさせてもらいますけれども、今、クーポン券等は、多分、カン

フル剤的なもので、これで体力が戻って元気にやっていける、そんな状況へ

のプロセスかな、そんな感じに聞かせていただきました。持続的な新しい方

法ということで、伊勢市では、クリエーターズ・ワーケーションですかね、

クリエーターの方々に泊まってもらって、それで、仕事と休暇を合わせた形

で、新しい環境の中でやっていこうという、先を見据えた政策がありますけ

れども、県のこういうワーケーションのような政策というか、そんなものは

あるんでしょうか、あればお聞かせいただきたいと思いますが。 

   〔島上聖司雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（島上聖司） ワーケーションの促進に向けての取組について

ということで御答弁申し上げます。 

 ワーケーションは、職場や自宅を離れ、リゾート地や地方などで余暇を楽

しみながら、テレワークを活用した仕事や地域活動を行うこととされており

ます。 

 県におきましては、新型コロナウイルス感染症により顕在化した大都市部
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への一極集中リスクを軽減し、コロナ後の新しい日常に適用できる新しい働

き方、ライフスタイルとして、また、観光産業の活性化を図るための新たな

旅のスタイルとして、積極的にワーケーションを推進しているところでござ

います。 

 そのため、雇用経済部、農林水産部、地域連携部など、関係９部局17課に

よります庁内組織を立ち上げ、横断的に取り組んでおり、県内市町との取組

とも連携しながら、進めていくことといたしております。 

 県の具体的な取組といたしましては、ホテルやゲストハウス、コワーキン

グスペースなどの施設を拠点といたしまして、その施設自体のＷｉ－Ｆｉな

どの通信環境や交通アクセスなどの課題を解決しつつ、体験プログラムの造

成などに取り組む事業者を募集したところでございまして、13の事業者から

応募がございました。その中から、地域の強みやネットワークを生かした事

業者を５社選定いたしまして、モデル事業として進めていくことといたして

おります。 

 今後、ワーケーションを受け入れるための、環境整備やモニタリングなど

を通じまして、独自性のあるプランの企画につなげてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 また、本県の美しい自然や景観を生かしたワーケーションを推進するため、

環境省の事業を活用いたしまして、国立・国定公園におけるツアーの企画、

受入れ環境の整備等に取り組む事業者を支援しておるところでございます。

加えて、子どもの自然体験の機会を創出し、自然豊かな地域で遊び、学び、

働くという新たなライフスタイルとして、家族向けのワーケーションを推進

するため、県内の自然体験事業者に対する支援も行っているところでござい

ます。 

 また、首都圏等の企業やその勤務者、移住希望者に対しまして、三重県で

のワーケーションを発信するオンラインイベントを開催するとともに、企業

と受入れ施設等をマッチングするインターネット上の専用サイトを構築し、

県内でのワーケーションの実現につなげてまいりたいというふうに考えてお
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ります。 

 今後につきましては、三重県の豊かな自然、歴史、文化、食などの魅力を

積極的に広報いたしまして、市町や関係団体と連携して、ワーケーションの

誘致に取り組み、安全・安心で快適に仕事ができる県として選ばれるきっか

けづくりを進めていくことで、県内経済の活性化や、関係人口の増加を目指

すとともに、移住の促進にもつなげてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

   〔43番 中村進一議員登壇〕 

○43番（中村進一） 御答弁いただきました。 

 今、お話も聞かせてもらいましたけれども、多分これから、時代が少し、

状況、環境も変わってくるというふうに思います。持続可能なそういう観光

戦略、新しい形を模索していく時代に入るんじゃないかなというふうに思っ

ておりますので、その点、ワーケーション、どんな形になるか分かりません

けれども、情報発信、きちっとしていただきたいというふうに思います。 

 要望させてもらいますけれども、冒頭申し上げましたけれども、やはり今

の雰囲気は、恐らく、これから廃業等、一般企業なんかも出てくる可能性が

あります。ということは、全体的な経済の縮小みたいなものもちょっと心配

されますので、そういったことを考えますと、観光業界だけやなしに、中小

零細企業、例えば、今まで三重県信用保証協会等、これをよりどころに頑

張ってきた、小さな、厳しい企業もたくさんございますので、そういったと

ころに対しましての支援もきちんとやっていただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、さっき、ちょっと伊勢志摩スカイラインの写真を見てもらいま

したけれども、あそこにトイレがあるんですけれども、山本教和議員に聞い

たら、あれは、昔、私が国立公園会長として、造ったトイレと言う。随分昔

なんですけれども、ちょっと行ったら、あの景色とは全く真逆な、ちょっと

貧相でございましたので、できたら一遍、現場へ足を運んでいただいて、そ

の環境に合うようなトイレに変えていただければ、また変わっていくんじゃ
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ないかなというふうに思わせていただきましたので申し上げました。 

 それでは、次に移りたいというふうに思います。 

 コロナ禍の中で、医療に携わる全ての皆さん、保健所、担当部局、関係機

関の皆さんに本当に感謝を申し上げながら、４点ほど申し上げたいというふ

うに思っております。 

 まずは、この病院再編・統合について、地方から声を上げていただきたい

ということを申し上げたいというふうに思います。 

 コロナ禍で今まで見えていなかったものが見えてきたのではないか、その

一つが、公立病院の役割ではないかというふうに思います。 

 国は、人口減少で必要な病床数も減らしていくべきということで、地域医

療構想を掲げました。そして、2019年９月に厚生労働省は424の公立・公的

病院に対して、再編・統合せよとばかりに病院名のリストを発表しました。 

 三重県では、既に再編・統合を果たした病院までリストに挙がるなど、そ

の内容はずさんなものでありました。今回のコロナ禍を体験し、公立・公的

病院の果たしている役割が見直されようとしております。６月９日の衆議院

厚生労働委員会で、厚生労働省は2019年９月に、地域医療構想の再検証対象

医療機関とした424医療機関のうち、388の病院が新型コロナウイルス感染症

対策として設置した医療機関の状況把握システムに登録したと答弁しており

ます。そして、その388病院のうち、72の病院が新型コロナウイルス感染症

患者を受け入れております。 

 図にすると、こういう形になります。（パネルを示す）424病院のうちの

388病院が、そのシステムに登録して、実際にそのうちの72病院が受け入れ

たということでございますので、まさに、新型コロナウイルス感染症患者に

対して、必要であったということも証明されているんじゃないかと、そんな

ようなことを感じております。そしてまた、この新型コロナウイルス感染症

対策として設置した医療機関全体、（パネルを示す）これは、国全体では

6922病院ありますけれども、この中で新型コロナウイルス感染症患者を受け

入れた病院は922、そのうちの637病院、69.1％が公立・公的病院だった。そ
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んな結果が出てきております。 

 高市総務大臣も、６月25日に開かれました全世代型社会保障検討会議で、

こんなことを言っております。いわゆる感染症病棟の６割を有する公立病院

が重要な役割を果たした。その役割も踏まえて、今後、地域医療構想に係る

議論が各地においてなされることが重要だ。国と地方が協働して、持続可能

な地域医療体制を確保できるよう努める。そのような発言をしております。

新聞報道でも、地域の公立病院は地域のとりでだ、公立病院が頑張らないと、

地域医療は崩壊するとの思いがにじみ出ている声が掲載されております。医

療費を減らすために、これまでの再編・統合の方向を変えて、もう一度、考

え方を整理する必要があります。これまでの効率一辺倒であった地域医療構

想の見直しについても、現場の声をしっかりと国に訴えていただきたいとい

うふうに思います。 

 国に対して、公立・公的病院の必要性を訴えていただくために、この公

立・公的病院の体制も強化すべきと思いますけれども、知事の御所見をお伺

いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） このコロナ禍において、公立・公的病院が果たした役割、

その大きさから、国の再検証要請について、しっかり声を届けていくべきで

はないかということで答弁させていただきます。 

 本県の公立・公的医療機関等については、県全体の病院に占める割合が全

国平均よりも高く、地域における中核的な病院として、また僻地における医

療の確保、さらには、二次救急・三次救急医療機関として重要な役割を果た

しています。 

 加えて、今般の新型コロナウイルス感染症への対応においても、感染患者

等への対応や感染拡大に備えた病床の確保など、非常に重要な役割を担って

いただいています。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、大きな混乱を来すことなく、

本県における救急医療や感染症に対する医療提供体制を確保・維持できてい
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るのは、これらの公立・公的医療機関等をはじめ、県内医療機関の多大な御

協力のおかげであると認識しています。 

 一方で、これまでの地域医療構想の議論においては、公立・公的医療機関

等と民間医療機関との役割分担を踏まえ、救急医療や小児医療など、地域で

必要とされる医療を効果的・効率的に提供できる体制の整備に向けて、丁寧

に議論を進めてきました。 

 しかし、地域医療構想では、感染症対応の視点は明確に含まれておらず、

今回の新型コロナウイルス感染症を契機として、新興・再興感染症、新しく

出てきたとか、再び出てきた感染症ということですね、に対する医療提供体

制についての課題が浮き彫りになったところです。 

 こうした課題も踏まえると、今後の地域医療構想の議論では、新型コロナ

ウイルス感染症をはじめとする新興・再興感染症に対応した医療提供体制の

在り方も含め、医療機関が担うべき役割や、将来の必要病床数との関係を整

理する必要があると考えています。 

 また、国による具体的対応方針の再検証の要請については、公立・公的医

療機関等が、今般の新型コロナウイルス感染症への対応で、中核を担ってい

るという実情が示すように、再検証の要請の対象となった病院は、地域医療

を守る上で地域になくてはならない病院であると認識しています。 

 全国知事会においては、国に対して、新型コロナウイルス感染症対策をは

じめ、医療のとりでをいかに守るか、地方の意見を十分に踏まえ慎重に検討

することを求めています。 

 国においても、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた今後の医療

提供体制について、地方自治体の意見等を踏まえ、ワーキンググループにお

いて検討が進められる予定であると聞いています。 

 本県では、これまでも地域の実情を踏まえた丁寧な議論を行ってきたとこ

ろであり、国の動向を注視しつつ、また、全国知事会とも連携して、地域の

声をしっかりと国に伝えながら、感染症への対応の視点も含めて、地域にふ

さわしいバランスの取れた医療提供体制の構築に取り組んでまいります。 
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   〔43番 中村進一議員登壇〕 

○43番（中村進一） 知事から、地域の実情を国にしっかりと伝えると、公

立・公的病院の必要性をしっかりおっしゃっていただきましたので、少し安

心もしたところでございます。 

 公立病院は、東日本大震災のときもそうでありましたけれども、大変地域

が疲弊しているときに大活躍された、そんなところでもございます。 

 また、今日の新聞には、三重大学病院の医者が退職という記事が出ており

ました。このことも、地域の病院に与える影響は間違いなしに出てくるとい

うふうに思いますので、この点につきましても、しっかりと県でできること

の範囲というのはあるというふうに思うんですけれども、対応していただく

ように要望しておきます。 

 次に、診療所のことについて、診療所をどう守るかについて聞かせていた

だきます。 

 これから、インフルエンザがはやってくる。そういう状況の中で、それと

併せて、新型コロナウイルス感染症の患者さんも診なくてはならない。そん

な状況が出てこようかというふうに思います。 

 私ども、医師会の皆さんともお話をさせてもらったときに、やはり一番心

配なのは、新型コロナウイルス感染症が始まったときを思い出してほしいと

思うんですけれども、もうマスクがない、そして医療用の防護服、これもガ

ウンがない、そんなことが起こりました。今、全部の私どものかかりつけ医

の皆さんのところへも、そういう熱を持った方々が行くとか、そういう状況

が一気になったときに、それをどうするのかという状況があります。 

 実は、今日持ってきたんですけれども、（現物を示す）広げると畳むのが

大変なので、このままですけれども、これ、手作りの防御用のガウンという

か、医療用ガウンですね。今、様々なボランティア団体とかそれで婦人会と

いうか、伊勢市女性団体協議会とかＮＰＯの方たちが、メイクガウン・プロ

ジェクトとして、こういったポリ袋を活用して、感染症に対処する、こうい

う活動をされているんですけれども、既に責任者の方に聞かせていただきま
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したら、１万セットを病院に届けたというお話でございましたけれども、こ

ういう状況があるということは、プラスアルファなんかどうか分かりません

けれども、まだまだ足りないんじゃないか、そんなことを心配しております。

病院とか診療所に対して、手袋だとか、それからフェースシールドだとかこ

ういうガウンだとか、こういった医療用の資材はきちっと届くのかどうなの

か、足りているのかどうなのか、その辺を聞かせてください。 

   〔加太竜一医療保健部長登壇〕 

○医療保健部長（加太竜一） それでは、医療機関に対する個人防護具の関係

で御質問いただきましたので、答弁させていただきます。 

 季節性インフルエンザの流行に備えた診療・検査体制につきましては、国

から９月４日に通知が参っておりまして、診療・検査を行う医療機関を県が

指定することで、身近な多くの医療機関で発熱患者等の診療・検査を行うこ

とができる体制を整備することが求められておるところでございます。 

 県では、国からの通知を待つことなく、季節性インフルエンザと鑑別が困

難な新型コロナウイルス感染症の診療・検査の実施に備えまして、感染リス

クを考慮した上での診療・検査体制の確保に向け、三重県医師会等と検討を

進めてきたところでありまして、国が示すスキームを基本としつつ、発熱患

者等が必要時に円滑に診療・検査を受けることができるよう、冬季に向けま

して、本県の実情に応じた体制を整備していきたいというふうに考えてござ

います。 

 そうした中で、季節性インフルエンザの流行期にインフルエンザと新型コ

ロナウイルス感染症の診療・検査を行う医療機関におきましては、感染防止

対策のため、議員が御指摘のように、十分な個人防護具を確保することが必

要になる、それが大前提になるというふうに考えてございます。 

 県では、これまでも必要に応じまして医療機関等に対しまして、個人防護

具の提供を行ってきたところでございますが、今後の感染拡大に備えまして、

医療機関独自の備蓄をお願いしつつ、県としても備蓄を進めているところで

ございます。４月、５月にかなり、手袋、ガウン、マスク等が不足した状況
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にあったのは事実でございますが、夏以降、比較的今のところは落ち着いて

おるという状況で、一部足らない、一時的に足らないという状況はございま

すが、全体としては、落ち着いている状況にあるということで、今のうちに、

各医療機関、県も含めて、できるだけ備蓄しておくということで、お願いも

させていただいていますし、県としても備蓄に努めておるところでございま

す。加えまして、先ほど申し上げた県の指定を受けました診療・検査を行う

医療機関に対しましては、国から必要な個人防護具が供給されることとなっ

ておりまして、急な不足が生じた場合にも、医療機関からの要請に対応する

こととなってございます。 

 季節性インフルエンザの流行期には、発熱患者等の増加が予想されること

から、医療機関における感染防止対策に必要な個人防護具が決して不足しな

いよう、県としても引き続き支援を続けてまいりたいと考えてございます。 

   〔43番 中村進一議員登壇〕 

○43番（中村進一） 御答弁をいただきました。 

 私も、このコロナ禍が始まった頃は、どこにでもあるもんやというふうに

思っておったんですけれども、一気に医療機関で底をついたということだっ

たので、今回もそれぞれの診療所、いわゆるかかりつけの医者ですね、そう

いったところに、完全にあるのかどうなのかというのは、医師会の皆さん方

は物すごく心配しておりましたので、そうなりますと、本当に日々そういっ

た患者がお見えになる確率が高くなってきますので、その点はしっかりと見

ていただきたいというふうに思います。また、今、診療控えとか、手控えて

いる方とか、ＰＣＲ検査、そういったものが入ってくる地域の診療所に対す

る重荷といいますか、重圧がきつくなってくるというふうに思いますので、

その辺もしっかりと目を通していただきたいなと思っております。 

 それから、保健所の機能の強化についてもお伺いしたいというふうに思い

ますが、これは、今年の６月の北川議員や、あるいは先般の小林議員から、

しっかりとお話をさせていただいて、それに対して、加太部長からも丁寧な

議論をしていただきました。ただ、聞かせていただきたいのは、保健所の今
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の体制、これをどう捉えているか。今、私は、保健所というのは、例えば、

ふだんの事業以外に新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合に、まず

は相談、そしてＰＣＲ検査、陰性では健康観察、陽性であれば入院調整する、

そして病院を紹介したりとか、入院対応とか、そんな流れのみだというふう

に思っておったんですけど、現場で聞かせてもらいますと、本当に、罹患者

に対しての、濃厚接触者の追跡、聞き取りはもう大変なことになっている。

今日もすごい人数が出ているんですけれども、昨日ですね。これも、本当に

そのままストレートに、それぞれの罹患者の方が言われるかというと、なか

なかきちっと本当のことを把握するのに随分苦労されている。また、罹患者

に対するネットでの誹謗中傷、そのことの相談を受けたりとか、また、伊勢

の場合ですと観光地ですけれども、１週間、２週間たって戻ってから連絡が

あったりとか、あるいは帰国者の方々の心配の声だとか、外国語もいろいろ

だし、そんなことを考えると、どれぐらい時間外勤務をしてしまうんだろう、

それぐらいの大変な状況だというふうに思います。そういった保健師の人員

増強も含めまして、今まで答弁していただいている部分は外していただいて、

決意等を述べていただければありがたいなというふうに思います。 

   〔加太竜一医療保健部長登壇〕 

○医療保健部長（加太竜一） 保健所の機能強化についてお答えさせていただ

きます。 

 保健所は、この新型コロナウイルス関係の感染症対策はもとより、医療監

視、健康増進、感染症対策、給食施設指導、精神保健、難病対策、食品衛生、

生活衛生、動物の愛護・管理など、言い出したら切りがないんですが、幅広

い役割を担っており、地域の公衆衛生の維持向上に大きな役割を果たしてい

ると認識してございます。 

 新型コロナウイルス感染症については、先ほども議員から御紹介いただけ

たように、様々な対応を求められておるところでございますが、先日も答弁

させていただいたように、様々な本庁を含めて、地域間の職員等の応援、民

間企業の協力も得ながら、何とか乗り切っているという状況でございます。 
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 保健所業務は先ほど申し上げた感染症対策に限らず、突発的な対応を求め

られる業務が多いということから、新たな行政需要に直面した際には、今回

のこの新型コロナウイルス感染症への対応を参考にしまして、部局横断的な

対応でありますとか、関係団体・民間事業者の協力を得ながら、今後も機動

的に対応していきたいというふうに考えております。 

 一方で、保健所には、医師、獣医師、薬剤師、保健師、栄養士等、様々な

職種の専門職がおりまして、その職員が専門性を生かして、幅広い業務に従

事しております。 

 保健所の体制を、維持・強化していくのは当然必要だと考えてございます。

計画的に医療職の確保・育成を進めていく必要があるというふうに考えてご

ざいます。 

 このため、県といたしましては、県内外の大学、医療機関や研究機関を訪

問するなど、様々なネットワークを活用しまして、公衆衛生医師の確保に取

り組むとともに、大学等で実施される就職説明会や、講義に参加しまして、

獣医師、薬剤師、保健師などの確保に積極的に取り組んでいきたいというふ

うに考えてございます。あわせて、職種別のジョブローテーションや専門性

の向上を目的とした業務スペシャリストコースの設定、職種別のＯＪＴの充

実など、人材の育成にも取り組んでいきたいと考えてございまして、それを

併せまして、保健所の体制の維持・強化を図っていきたいと考えております。 

 人員の増強は一朝一夕ではできないと思っておりますが、様々な取組を経

ることによって、中長期的に取り組んでいきたいというふうに考えてござい

ます。 

   〔43番 中村進一議員登壇〕 

○43番（中村進一） 先般、中瀬古議員の質問に対しまして、知事からも答弁

がございましたけれども、熊本県へＤＨＥＡＴということでチームを派遣し

ていただきました。そのときに、派遣された翌日でしたかね、その地域で、

新型コロナウイルスの感染者が出たということでした。隣から、その応援に

所長が入られたわけなんですけれども、多分、そのときの状況というのは、
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大変なことになっておったんじゃないかなというふうに思います。 

 これだけ厳しい、先ほど私は幾つか言いましたけれども、こういう状況の

中で、今、多分、保健所は、そういった現場の皆んの献身的な働きの中で、

モチベーションあるいは使命感でもっているんじゃないかなという思いもし

ます。今なお、こうやって罹患者が出ているということはそういうことだと

いうふうに思うので、その辺、職員の増強はちょっと時間がかかるけれども、

もちろん計画をしていただいて、職員の健康管理、あるいは時間外勤務等も、

しっかりとチェックをして対応していただきますように、要望させていただ

きたいというふうに思います。 

 次に移りたいと思うんですが、これも要望にさせていただきます。看護師

の方々のスキルアップということで、質問させてもらう予定があったんです

けれども、ひきこもりが待っておりますので、この辺は割愛させていただき

ますけれども、ちょっと要望させてもらいます。 

 日本看護協会では、認定看護師教育課程というのを終了して、熟練した看

護技術・知識を用いて水準の高い看護が認められた看護師のことを、認定看

護師と呼んでいるんですけれども、この認定看護師、三重県では、県立看護

大学地域交流センターで、感染管理と認知症管理ということで、今、感染管

理は51名、認知症管理の分野には41名の方が登録されているんです。 

 認知症もそうですけれども、この新型コロナウイルス感染症につきまして、

感染管理の看護師が大活躍されている。見えないところですごいことをやっ

ていただいているわけですね。そういった方たちをやはり育成する、こうい

う資格を取りに行こうと思うと、三重県の場合はそういうチャンスがなかな

かないということで、今まで、県外へ行ったりとか、随分お金もかかって

おったんですけれども、今度、この制度が、2026年には終わっていくという

状況になっております。新たに厚生労働省が、特定行為に関する看護師の研

修制度というのを始めるということで、今、三重大学病院で麻酔の関係でや

られているようでありますけれども、こういった機会、今までの力、そう

いった看護能力を持った人たちに、引き続きそういった研修について、県と
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しても対応を広めていただきたい、そういった声もいただいておりますので、

このことについて、看護師のスキルを上げることは、医療全体のスキルを上

げることにつながりますので、ぜひお願いしておきたいというふうに思いま

す。 

 それでは、ひきこもりなど、生きづらさを抱える人々への支援強化という

ことです。 

 ひきこもりの課題につきましては、今、もう皆さんの目の前で分かってお

りますように、ひきこもりの課題というバトンが今定例月会議で青木議員、

中瀬古議員、杉本議員、そして関連質問で、山本佐知子議員、津田健児議員、

津田議員に至っては、後ほどの代表質問でもやるんだということでえらく張

り切っておりますけれども、私で６番目ということで、まずは、これだけ

我々が訴えてきている、まさに私は、国が115万6000人という推計の数字を

出しましたけれども、このパンドラの箱というのをもう開けてしまったんだ

というふうに思っております。 

 この対応をいろいろ見てみますと、県でいうと、医療保健部、子ども・福

祉部、雇用経済部、教育委員会、警察、もっとほかにも対応されているんで

すけれども、それぐらいの課題なんですよね。それぐらい寄ってたかっても、

なかなか。私ども、ずーっと地域を回っているんですけれども、いろんな社

会福祉協議会なんかも回っているんですけれども、残念ながら、県の姿が、

見えないところで動いているのかどうか分かりませんけど、なかなか見えて

こない。 

 先ほども杉本熊野議員の話で、加太部長は、あれもこれもこれもというふ

うに言っておりましたけれども、そういったものが、実は、現場へ入ると見

えてこない、見えていない、それが現実なんですね。 

 今日は、知事に、ぜひ姿勢を見せてほしい。 

 総社市の市長は、この間行ったときに、ひきこもりというのは本人の問題

ではなく、本人が悪いのではないんだ、社会の問題だ、社会の責任であると

我々に明快におっしゃってくれました。 
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 ひきこもりなら、もう三重県に行ったら分かる、そんな状況というのをつ

くり出していただきたいなと思いますので、それから、ひきこもりで一番私

が課題だなと思うのは、やっと出てきた人たちが安心していられる居場所づ

くり、そういったことも大事かなというふうに思っておりますので、そう

いった点につきまして、知事の決意を述べていただくとありがたいなという

ふうに思いますが、よろしくお願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） ひきこもり対策や生きづらさを抱える方の居場所づくり

などについて、改めて私の決意ということで答弁させていただきたいと思い

ます。 

 昨年来、この本会議、あるいは常任委員会、また委員長報告、様々な場面

で、ひきこもりなどの方々への支援について、議会においても様々な貴重な

御意見を賜りました。 

 私自身、ひきこもりなどの背景には、様々な事情や原因があり、従来の医

療的な支援や生活支援や経済的支援などの福祉的なアプローチに加え、行政

制度の垣根を越えた関係機関の連携による、重層的で包括的なアプローチが

必要であると考えており、いただいた御意見もかみしめ、改めて思いを強く

しているところであります。 

 そして、この答弁上は、まさに、今、先ほど中村議員がおっしゃったあれ

やこれやというのが実は並ぶことになっているんですけれども、現時点で

様々な取組を、現場の職員も一生懸命やっていただいておりますけれども、

今日もいろいろ議論あったように、県の顔が見えない、あるいは、県の支援

への思い、そういうのが見えてこない。そういうような御指摘をたくさんい

ただきました。ですので、現時点で取り組んでいることは取り組んでいるこ

ととして、今定例月会議において、多くの御意見をいただいた、例えば、ス

クールカウンセラーの在り方、あるいは不登校との関係、それから、ひきこ

もり地域支援センターの在り方、あるいは家族会との連携、こういうまだま

だ本人や御家族にしっかり寄り添った、ベストミックスの重層的かつ包括的
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な支援ができていると言えないことが多々あるということが改めて認識され

たというふうに思っております。 

 今日、今定例月会議でいただいた御意見を踏まえて、改めて、部局横断で

どういうふうにこれを取り組んでいったらいいのか、どういう施策を展開し

ていったらいいのか、しっかり検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

 もともと、みえ県民力ビジョン・第三次行動計画とか、三重県地域福祉支

援計画で、こういうひきこもりとか生きづらさを抱える方の取組を位置づけ

しましたけれども、そこまで位置づけたことと、またコロナ禍などでもいろ

んな事情が変わっていることもあるし、こうやって議会から多く御意見をい

ただいたことがありますので、改めて、今定例月会議でいただいた御意見を

真摯に受け止めて、全部を一気にできるということではないかもしれません

が、どういうふうに優先順位をつけて、県の顔が見えるようにしていけばい

いのか、皆さんに御相談しながら進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

   〔43番 中村進一議員登壇〕 

○43番（中村進一） 知事の決意を聞かせていただきました。 

 伊勢市の現場で、社会福祉協議会の方で、現場へ入っていただいている女

性の方に聞かせてもらいましたら、介護保険が始まったとき、お年寄りを施

設へやったりとか、デイサービスへ行くというのは、ちょっとあそこのうち

どうなんやみたいな、そういう雰囲気を私は覚えております。それが、今、

もう本当にそれが当たり前みたいになっております。できたら、こういうひ

きこもりの方たちの支援も、一般の国民の方々も、あそこ大変なんやね、み

んなで応援してやらないかんね、当たり前にそういうことが、居場所なんか

もそんな形でいけるような、そんな姿をつくっていただきたいというふうに

思いますし、県の役割は何かあったときに、やっぱり県は頼もしいな、皆さ

んから頼もしがられる、そんな雰囲気を醸し出せるような役割をしていただ

ければありがたいなということをお伝えさせていただいて、平和政策のほう
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へ移らせていただきます。 

 今年は、戦後75年の節目の年でありました。しかし、広島も、そして長崎

も、この平和の式典が縮小されました。本当に75年というと、人々の記憶が

なくなって、あの悲惨な体験をした人たちもすごい勢いで、今、少なくなっ

ている。学校で、いわゆる戦争体験のことについて、ちょっと前までは、お

じいちゃんやおばあちゃんに聞いておいで、それが宿題で出されたんですけ

れども、今は聞こうにも、おじいちゃん、おばあちゃんが戦争体験がないわ

けでありますから、そんな時代に入ってしまいました。そんな状況の中で、

やっぱり資料を収集するということも大事ですし、そしてまた、子どもたち

を教える側の先生、教育委員会の姿勢というものもすごく大事かなというふ

うに思っております。 

 今日は、普通はずーっと、答弁の順番が決まっておるようでありますけれ

ども、私からちょっとお願いして、まず、こういったことを、次へ伝えてい

くための学校の話を聞かせていただきたいなというふうに思っております。 

 私も歴代の教育長の方々の平和への思い、立派な言葉をいただいてまいり

ましたけれども、木平教育長には、まだそういう機会がなかったので、ぜひ

今日、平和教育への思い、そして、今どんな状況で平和教育をやられている

のか。もう本音で言っていただければありがたいというふうに思います。 

   〔木平芳定教育長登壇〕 

○教育長（木平芳定） 平和への思い、平和教育の取組について御答弁申し上

げます。 

 平和は、幸福な社会の最も重要な礎です。一人ひとりがかけがえのない存

在として大切にされ、自分の夢や希望を持ち、その思いが実現することがで

きる社会、そのような社会は、平和であって初めて成り立つものです。 

 戦後75年が経過し、戦争体験や、その悲惨さを伝える方々が年々少なく

なってきており、子どもたちが日常生活の中で、戦争にまつわる貴重な体験

談を直接聞く機会も非常に少なくなってきています。 

 このような中、戦争の悲惨さに学び、平和の大切さ、命の尊さを考える機
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会を通して、国際社会の平和と発展のために行動できる子どもたちを育んで

いくことは、教育の重要な役割であると考えます。 

 今後、急速な技術革新やグローバル化、新型コロナウイルスのような新た

な感染症への対応など、将来の予測が難しい社会にあっても、子どもたちが

世界の様々な問題を自らのこととして捉え、社会の形成者として自覚と責任

を持ち、異なる文化や考え方の人々とも協働し、解決に向けて主体的に行動

できるようになってほしいと思っております。 

 県内の各学校では、社会科や特別の教科道徳、総合的な学習の時間などを

中心に、子どもたちの発達段階や地域の実情に応じて、平和に関する学習を

行っています。 

 県教育委員会では、引き続き、各学校において、地域の方々から戦争体験

の話を聞くことや、あるいは戦争史跡を見学することなどを通じて、平和の

大切さや命の尊さについて思いを深める取組を、市町教育委員会と連携して

進めてまいります。 

   〔43番 中村進一議員登壇〕 

○43番（中村進一） 教育長、平和教育について、少しお話をさせてもらいた

いんですけれども、先般、私も地元の学校へ、戦争というか、空襲を体験し

た方と一緒にお邪魔させてもらいました。伊勢も空襲に遭ったんですよとい

う話と、それからそのときの焼夷弾が降る中を、逃げて逃げて、田んぼでこ

けて、こんなんやったというお話をする人と一緒に行ったんですけれども、

そのとき、こういう感想文やった。 

 問いが、戦争は最大の人権侵害です。戦争を起こさない、平和を守るため

に、今のあなたたちにできることを考え書いてみようという宿題というか、

その後、されたみたいなんですね、その話を聞いて。 

 一つは、まずは、親にも戦争のことを知ってもらわなくてはいけないと思

いましたというのがありました。もう時代が、こんな状態なんやというふう

に思います。それから、戦争に遭った人の分も生きる、これは命の大切さを

感じ取ってくれたんやないかなと思います。もう一つはやはり、人を悲しま
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せたり、傷つけるようなことは絶対にしないこと。本当に人をいたわる、そ

ういう話から、そんな言葉が出てくるって、子どもってすごいなと思いまし

た。そして、戦争をなくすためには、いじめ、差別、けんかをなくすことが

大切だ。本当に、１時間もない、50分弱の授業だったんですけれども、その

中でやっぱり、平和のそういう体験の話を聞くだけで、ほかにもすごくたく

さんの感想文を私もいただきました。それを読んで、やっぱり平和教育の大

切さ、いろんな形があろうかというふうに思いますが、それは、体でひしひ

しと感じさせていただきました。そういった、多分、三重県下のいろんなと

ころで、いろんな学習もやられているというふうに思いますので、教育長、

そこら辺を少し聞き取っていただいて、そしてやっぱり三重県、人権教育、

平和教育をきちっとやられているな、そんな高まりが出てくるような、そん

な仕事をしてほしいんですが、一言どうでしょうか。 

   〔木平芳定教育長登壇〕 

○教育長（木平芳定） 私も、地域の方から戦争の体験を聞いた小学生の声と

して、ふだん運動場に使っているところを畑としていたぐらい食べ物が当時

不足していて、この時代に本当にショックを感じたとか、今は平和だけど、

命を大切にしないといけないという声を聞かせていただいていますので、今

後も様々な学校における平和の学習というのも、私も把握しながら取組を進

めていきたいというふうに思っています。 

   〔43番 中村進一議員登壇〕 

○43番（中村進一） 今日は、戦略企画部、そして博物館の関係、お話を聞く

ように準備しておったんですけれども、お願いしていきたいのは、博物館も

本当に立派なところでございます。今75年たって、いろんな戦時中の資料が

なくなりつつあります。そういったものをぜひ集めていただいて、そして、

その展示の方法等につきましても、戦略企画部のほうは、やっぱり平和政策

として様々なノウハウもお持ちやというふうに思いますので、博物館、どう

しても幅広く展示する形になろうかというふうに思うんですけれども、その

辺は連携をしていただいて、夏にいつもばらばらに、場所は近いんですけれ
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ども、今年も展示されてはおりましたけれども、そういったものの展示をき

ちっと対応していただければありがたいなというふうに思います。 

 時間の関係でこれまでしかお話はできませんですけれども、これからも、

引き続いていきたいというふうに思いますが、中森議員に負けやんように、

私、川柳三重のメンバーなんですが、何か考えておったんですけれども、あ

りました。 

 一言、子や孫にほんとのいくさはさせません、ということで、よろしくお

願いいたします。終わります。ありがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○副議長（服部富男） 本日の質問に対し、関連質問の通告が２件ありますが、

この関連質問は後刻認めることとし、暫時休憩いたします。 

 

午後３時21分休憩 

                                    

午後３時30分開議 

 

開          議 

○議長（日沖正信） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○議長（日沖正信） 県政に対する質問を継続いたします。 

 最初に、杉本熊野議員の質問に対する関連質問の通告がありますので、こ

れを許します。22番 稲森稔尚議員。 

   〔22番 稲森稔尚議員登壇・拍手〕 

○22番（稲森稔尚） 皆さん、お疲れさまです。伊賀市選出、草の根運動いが

の稲森稔尚です。杉本熊野議員の不登校の子どもへの支援強化を、というこ

とで関連質問させていただきたいと思います。 
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 まず、今日は、県内の高校の中退した方のことについて伺います。 

 県内の高校の中途退学の現状、それから中学校を卒業後、進学も就職もし

ないという生徒の現状について、お聞かせいただきたいというふうに思いま

す。その上で、中退防止の取組、それから高校生は不登校の子たちも教育支

援センターの対象にならないというふうなことも聞いていますけれども、そ

の辺りの取組も含めて教えていただきたいというふうに思います。 

 それから、中退者への継続的な支援、これまでこの場所で何度か廣田教育

長とも議論させていただきましたけれども、地域若者サポートステーション

との連携、就労や学び直しといったこととの連携ということもこれまで訴え

てきましたけれども、その辺の取組の成果についてもお聞かせいただきたい

と思います。 

   〔木平芳定教育長登壇〕 

○教育長（木平芳定） まず、県立高等学校を中途退学した生徒の人数等の状

況ですけれども、平成26年に644人で全体の1.53％で、少し飛びますが、平

成30年度は432人、1.08％です。昨年度が、全日制、定時制、通信制全部合

わせてですけれども392人で、率としては1.01％となっております。 

 それから、中学校卒業後の状況ですけれども、中学校在学中に30日以上欠

席があった生徒の進路状況で申し上げますと、昨年度、中学校を卒業した生

徒のうち、そうした対象生徒は830人なんですけれども、そのうち668人が高

校へ進学、29人が就職、それから未定者が90人という状況です。 

 次に、中途退学防止というか、その不登校等の対応の部分ですけれども、

各高校では、まず高校での生活に早く適応して、意欲を持って学べる学校生

活を送れるようにということで、入学当初に丁寧にガイダンスでありますと

か、個別面談等を実施いたしますし、その後も、１年生のときからキャリア

教育ということで計画立てて取組を進めております。 

 それから、いろんな悩みのある生徒の方には、教職員はもとより、スクー

ルカウンセラーによる教育相談でありますとか、やっぱり学習に不安を抱え

る生徒もいますので、補習とかも含めて、一人ひとりの生徒に寄り添いなが
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ら、時間をかけて丁寧な指導を行っております。 

 その上で、やむを得ず中途退学という生徒の方には、例えば中途退学者の

入学を受け入れている学校の情報でありますとか、あるいは学習の継続とか

学び直しの機会として、転入学とか編入学の制度がありますので、そういっ

た活用についても説明いたします。 

 それから、就職を希望する生徒には、ハローワークとか、おしごと広場み

えの紹介をさせていただきますとともに、先ほどもお話がありましたけれど

も、平成29年度からリーフレットを作っておりまして、新たな一歩を踏み出

す方やその保護者の皆様へということで、地域若者サポートステーションで

ありますとか、今申し上げました様々な教育の機会であるとか、相談の場を

御紹介しています。 

 それから、進路が未定のまま退学する場合でも、学校に相談できやすいよ

うなこともさせていただいているところです。 

 あと、地域若者サポートステーションの状況ですけれども、生徒の進路変

更、例えば、退学が決まった段階で、まだ在学中に、担任が地域若者サポー

トステーションに一緒に同行して、次のステップとしてつないでいる学校も

ございます。実績としては、平成29年度から令和元年度までで、県内の地域

若者サポートステーションで支援を受けた方というのが、県立高等学校で９

人、うち教員が地域若者サポートステーションへ引率したという方が６人と

なっておりまして、今後も、この地域若者サポートステーションとの連携は

しっかり取っていきたいというふうに思っております。 

   〔22番 稲森稔尚議員登壇〕 

○22番（稲森稔尚） 今の実績をお聞かせいただきますと、高校中退する方に

対して、地域若者サポートステーションへつながっている数というのは極め

て少ないなというふうに思いました。 

 この場所で、以前、高知県の若者はばたけネットという情報提供のための

ネットワークを紹介させていただいたことがあったかと思いますが、中退し

た方の個人情報を教育委員会が一元的に、たしか生涯学習の部門だったと思
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うんですけれども、そこで一元的に個人情報を共有して、同意を得たり、保

護者の納得も得ながら、地域若者サポートステーションへつないでいく、情

報提供していく、そういう仕組みとしてありますよということも紹介させて

いただいたと思うんですけれども、より積極的な地域若者サポートステー

ションとの連携、就労や学び直しの継続的な支援が、本当に今の数字も聞い

ていて、非常に課題だというふうに感じますが、その辺いかがでしょうか。 

 それから、もう１点、高校中退した方の追跡調査をしてはどうかというこ

ともそのとき尋ねましたけれども、その辺の取組、特に内閣府の2011年の調

査によりますと、１割強が学業にも仕事にも就いていない。それから、２割

が高校中退を実は後悔している。それから、７割の方が、高校卒業資格は必

要だと感じている。そんな結果もありますけれども、その辺の考えを聞かせ

てください。 

   〔木平芳定教育長登壇〕 

○教育長（木平芳定） 地域若者サポートステーションとの連携ですけれども、

私も学校のそういった中途退学を考えざるを得ない、あるいは考えている生

徒に対して、どういうことができるのかとか、具体的にどういったことにつ

ながるのかというのをもう少ししっかり、場合によっては知ってもらう必要

があると思いますので、高等学校生活指導連絡協議会とか高等学校進路指導

協議会とか、教員が集まるいろんな場面がありますので、そこで、例えば来

ていただいて共有するとかいうようなことも、もう少し検討していきたいと

いうふうに思っております。 

 それから、追跡調査の件ですけれども、よその県で幾つかあるというのは

私も承知しております。それで、ただその場面でも、中退した方に中退とい

うことで、話が来るのかということがあったりということも聞いております

し、活用の目的が、高校で中退されようとしているときに、つながりの支援

をするというふうに活用しているということも聞いておりまして、やっぱり

そこは我々もそこの部分は同じ思いですので、追跡調査ということよりも、

今申し上げた福祉とか就労とか、いろんな学び直しの機会がある、つながる
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ということを、我々学校現場ももっと具体的に伝えられるような、そうした

連携の取組をしっかり深めていきたいと思っています。 

   〔22番 稲森稔尚議員登壇〕 

○22番（稲森稔尚） それは高校中退という現象を十代のうちのスパンで考え

たら、そういう答えになってくるのかと思いますけれども、例えば、ひきこ

もりに仮になって、それが高年齢化しているというような実態を考えれば、

やはり高校中退という方がどういう現状にあったり、どういう思いであった

り、どういうニーズを必要としているか、あるいは社会や地域とのつながり

はどうかとか、そういう視点がもっと必要になってくるのではないかという

ふうに思います。 

 そして、こういう情報というのは、教育委員会だけではなくて、子ども・

福祉部とか、医療保健部とか、あるいは雇用経済部というところも一緒に取

り組んでいただいて、高校中退というのはこういうリスクも抱えながら、そ

ういう現状にあるんだよというイメージを、共有していただきたいというこ

とを特にお願いして、関連質問を終わりたいというふうに思います。ありが

とうございました。（拍手） 

○議長（日沖正信） 次に、中村進一議員の質問に対する関連質問の通告があ

りますので、これを許します。33番 東 豊議員。 

   〔33番 東 豊議員登壇・拍手〕 

○33番（東 豊） 時間をお許しいただきたいと思います。 

 中村進一議員の発言に対する関連質問をさせていただきます。 

 コロナ禍における観光産業をどう守るのかという質問でございました。そ

の中で、県のワーケーションへの取組ということで、これは６月に、下野議

員の一般質問の後に関連質問をさせていただいたんですが、知事の御答弁で、

デジタルトランスフォーメーション掛ける働き方改革を進めていきますとい

うことで、ちょうど小泉環境大臣とのやり取りの後に公表して、三重県の新

しい姿がイメージできたわけです。その後、先ほど雇用経済部長が御報告い

ただきましたが、三重県では、ワーケーション受入体制構築のためのモデル
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事業ということで、公募されたんですね。これは８月だと思うんですが、締

切りが８月いっぱいで９月には。ワーケーションでこうやってやりますとい

う応募が13団体あったんですね。そのうち、部長の答弁にもありました五つ

の事業を採択されたということで、私、手元にその一覧があるわけですが、

例えば、津市とか志摩市とか大台町とか南伊勢町とか尾鷲市とかというふう

に五つのモデル地域を選びました。 

 しかし、13団体の応募があったわけで、残りの８団体の取組について、県

はどう考えているのかということをまずお聞きしたい。それはなぜかといい

ますと、ワーケーションというのは、コロナ禍でウィズコロナで、観光産業

が大きく変わるだろうということを前提に、新しい日常、新しい生活様式、

そして新しい旅のスタイルと、今、来年の概算要求の中にも新しい旅のスタ

イルという言葉を出して、ワーケーションに対する支援を増額しているとい

うことを聞きますと、いよいよ旅行の新しいスタイルができてくるんじゃな

いかというふうに思います。 

 この８月の三重県のモデル事業に先駆けて、環境省が第二次補正予算で、

1000万円の事業と300万円、500万円の事業で、それぞれ、全国に国立公園、

国定公園の中の事業者の雇用の維持や、子どもたちを中心に公園の魅力を伝

えるという事業を募集したんですね。それで、これもたくさんありまして、

三重県からもたくさん応募があったんですが、選ばれたのが、1000万円事業

が10か所、あと、それ以下の、いわゆるワーケーションという事業の中では、

３か所選ばれたということなんです。 

 小泉環境大臣と知事とのやり取りの中で、これからは国立公園、国定公園

は、三重県に二つあると思うんですが、それをいろんな方に来ていただこう

という考え方でオープンにしたい、そういう流れが多分もっと進むんじゃな

いかなと私は思います。 

 一つ、部長にお答えをいただきたいんですが、13団体の応募があって、例

えば、今、手を挙げているのが13市町ぐらいだと思うんですが、あと十四、

五市町が、まだワーケーションについての取組が全くないんじゃないか、そ
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れへのアプローチをどうするのか、そして、13団体の応募があって、五つ選

ばれたけれども、落選した団体に対するアフターフォローといいますかね、

引き続きの支援はどうされるのかということをお尋ねしたいと思います。 

   〔島上聖司雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（島上聖司） ワーケーションに関する県の取組についてと、

あと市町の取組についてのフォローみたいなものについて、お答えさせてい

ただきます。 

 まず、先ほど中村議員に答弁させていただきましたとおり、県といたしま

しては、ワーケーション受入体制構築のためのモデル事業を行ってございま

す。 

 ７月から８月にかけて公募したところ、北勢や伊賀、東紀州など、県内全

域から13事業者の応募がございました。県内事業者の関心も高まってきてい

るものというふうに受け止めておるところでございます。 

 今回採択した事業は、例えば自然豊かなリゾートホテルを利用し、チーム

単位でプロジェクトに取り組む企業をターゲットとしたようなプランだとか、

地元の方々との交流をメインにした漁村での新たなコミュニティー創造を目

指すプランなど、いずれも地域の強みやネットワークを生かした提案となっ

てございます。 

 今後も、モニタリングなどを通じまして、課題の抽出やブラッシュアップ

などにつなげてまいりたいと考えております。なお、御指摘のございました

残念ながら採択とならなかった８事業者に対しましても、御提案いただいて

いた内容のブラッシュアップを行いたいと思っております。それで、今後、

構築する予定のマッチングサイトというものがございまして、その中で、首

都圏等の企業に対する広報活動の中で支援させていただければというふうに

考えておるところでございます。 

 一方、市町の取組についてでございますけれども、県内市町におけるワー

ケーションの取組状況につきましては、全国の112の自治体から成るワー

ケーション自治体協議会というものがございまして、ここに参加している志
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摩市をはじめとしまして、伊勢市、鳥羽市において、環境整備やプロモー

ションなどの取組が始まっておりまして、県内でも広がりを見せているとい

うふうに認識しておるところでございます。 

 既に取り組んでいるところ以外の、まさしくこれから取り組もうとすると

いう御意向をお持ちの市町につきましては、県といたしましては、一緒に、

まず勉強会から始めるという形でスタートを切っていきたいなと。それによ

りまして、ワーケーションに対する理解の促進を図り、普及・拡大を図って

いきたいというふうに考えております。 

 いずれにしましても、県といたしましては、モデル事業で得られたワー

ケーションの課題や効果を分析いたしまして、受入れに関心のある市町や県

内事業者、ＤＭＯ、ＮＰＯなどに積極的に情報提供を行うことで、新たなプ

ランの造成につなげるとともに、県内各地でワーケーションが進むように取

り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

   〔33番 東 豊議員登壇〕 

○33番（東 豊） ありがとうございました。 

 引き続き、機運を醸成するための各市町へのアプローチがあるということ

で、知事にお尋ねするんです。 

 時代がこういう時代になってきた、新しい旅行スタイル、新しい生き方、

働き方、それから暮らし方、要するにその本当にライフスタイルが変わって

くるという中で、ワーケーションが一つの大きなインパクトになっているん

だと私は思います。ワーケーションが、２地域居住につながっていく、それ

はもう明らかですね。短期でも２地域居住になるわけで、それで関係人口が

増えていく、やがては、やっぱりそこのまちに住みたいなという移住への施

策ということで、農林水産業も含めていろんな各部署が連携して取り組むべ

き課題だと思うんですが、私は、三重ブランドってたくさん選定されてい

らっしゃいますけれども、やっぱりワーケーションも一つの三重ブランドと

いいますか、知事が当選されて９年になるわけですが、三重県というものを

全国バージョンに押し上げていただいた、これはもう感謝だと思います。そ
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ういう、いわゆるブランドみたいなものを、ここの三重県ではこういうワー

ケーションが、ブランドなんだ、ブランディングされた部分だというふうな

ものを私は期待するんですが、知事のお考えをいただきたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） ワーケーションについてでありますけど、まず前段のラ

イフスタイルが変わっていくということについては、今、議員から２地域居

住という話がありました。居住という観点で見ると、２地域ですし、例えば、

業という感じで見れば、兼業、副業というようなことにもなってくると思い

ますから、ライフスタイル、またはワークスタイル、そういう意味でいろん

な可能性が広がるのがワーケーションだというふうに思っています。 

 後段のところは、まさにワーケーションをやっていこう、先ほど島上部長

から答弁しましたように、ワーケーション自治体協議会だけでも112の自治

体が入っているわけですから、その差別化を図り、たくさんの人たちに来て

いただく必要がありますので、そこは今のモデル事業で、このベースとなる

環境インフラ、通信環境とか、交通アクセスをやり、そこでモニタリングを

していって、そこから出てきた強みをさらにブラッシュアップして、磨き上

げて発信していくという形にしていきたいというふうに思っていますけれど

も、現時点においては、例えば、家族向けのファミリーワーケーションであ

るとか、あるいはリゾートなどでやるワーケーションとか、そういうところ

の強みがあると思いますけれども、少し、同業他社の皆さんのもちょっと分

析した上で、いずれにしても、おっしゃっていただくブランドとか、他者と

の競争ということの比較優位をどう示すかというのはすごい重要なことです

ので、そういう視点でしっかりワーケーション推進を図っていきたいと思い

ます。 

   〔33番 東 豊議員登壇〕 

○33番（東 豊） ありがとうございます。 

 ますます期待を込めて、応援していきたいと思っていますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。（拍手） 
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○議長（日沖正信） 以上で本日の県政に対する質問を終了いたします。 

 これをもって本日の日程は終了いたしました。 

 

休          会 

○議長（日沖正信） お諮りいたします。明３日から15日までは委員会の付託

議案審査等のため、休会といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（日沖正信） 御異議なしと認め、明３日から15日までは委員会の付託

議案審査等のため、休会とすることに決定いたしました。 

 10月16日は定刻より、各会派の代表による県政に対する質問を行います。 

 

散          会 

○議長（日沖正信） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時52分散会 


